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ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会
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３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。
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 編集後記

　元岩手県知事の増田氏を座長とする日本創成会議が、５月に公表した「消滅可能性都市」の推

計と人口減への対策を呼びかけた提言は、各所に波紋を投じている。人口の再生産力を示す指標

として20～30代の「若年人口女性」に着目し、その人口が2010年から2040年の間に半減する自治

体を「消滅可能性都市」と定義した提言は、人口減少問題を身近な論点に引き寄せた効果は確か

に大きい。

　同時に、人口減少に伴い労働力人口を確保するという観点から、女性就労の推進も積極的にう

たわれている。かつては、仕事か、子育てかという二者択一の選択を迫られていた若年女性がこ

れからは、仕事も、子育てもという社会の期待を双肩に担う時代に突入しそうである。ただその

対策の例に、20歳代の結婚（有配偶率の向上）が目標値として掲げられているのは気にかかる。

個人の生き方にも関わるデリケートなテーマだけに、結婚や出産に関わる多様な「結果」も受け

入れる共生社会の観点が見失われないことを切に願う。　　　　　　　　　　　  （谷本有美子）

巻頭言
　まもなく今年度の最低賃金審議会が開催される時期を迎えた。最低賃金は、すべての

働く者の賃金の最低限を保障するセーフティネットとして、常用、臨時、パートタイ

マー、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内で働く者と使用者に

適用される。現時点の神奈川県最低賃金は、時給８６８円であるが、この水準は年収に

換算すると１７７万円程度であり、　いわゆる年収２００万円以下のワーキングプアに

該当することをご存じだろうか。

　時給を年収に換算する場合、色々な計算方法があるが、労働局が事例で示す場合にも

とづくと、時給×８時間（１日の労働時間）×２５５日（年間所定労働日数）となり、前述

の年収額となる。蛇足だが、神奈川県においては、実労働時間は１５５日であるなどを

理由に憲法・最低賃金法違反であるとの裁判が継続中である。

　では、ワーキングプアを解消する時給水準はいくらかというと、同じ計算方式で算出

すると時給１０００円で、やっと年収２０４万円になるのである。神奈川県の最低賃金

水準とワーキングプアとの関係性について、以外と理解・認識されている方は少ないの

ではないかと感じている。

　私は神奈川県最低賃金審議会委員として、昨年の最低賃金審議会で使用者側との審議

を経験したが、使用者側は支払い能力を理由に、最低賃金の引き上げに極めて慎重であ

る。中小企業の経営実態を背景としたものであるが、アルバイトの求人広告では時給１

０００円は標準になりつつあるし、東京では時給１２００円の水準も出てきている。顕

在化している人手不足を背景に、求人ベースの時給は上昇傾向が続くものと思われる。

　アルバイトの求人が１０００円で、その企業に勤めている社員の時給が最低賃金に張

付いているという現象に、「傷んだ雇用と労働条件」の一端を感じるのは私だけではないと

思う。

　いまやワーキングプアは１０００万人を超えている状況であり、最低賃金を１０００

円に引き上げて、早期にワーキングプアを解消する必要がある。

　雇用戦略対話（２０１０年６月３日）では、政労使合意事項として「２０２０年までに景

気状況に配慮しつつ、全国平均１０００円をめざす」としており、このことへの道筋づく

りが必要だ。

　２０１４春闘において、５月９日連合が発表した第 6 回回答集計状況については、す

でにご案内のとおりであると思うが、約３割の組合が交渉を継続している状況である。

最低賃金の取り組みで補完していくことにより、底上げ実現をサポートしていきたい。
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１．国と横浜市の少子化対策、保育政策の経緯 

 

（1）エンゼルプランと 

保育の措置から契約へ 

 1994（H6）年 12 月、国は少子化対策とし

て、「今後の子育て支援のための施策の基本

的方向について」（エンゼルプラン）を厚生

省、文部省、労働省、建設省（当時）の 4 省

合意により制定した。1989（H 元）年の合計

特殊出生率が「1.57」となり、出生率の低下

が明らかになったことから「1.57 ショック」

と呼ばれているが、これを契機に少子化対策

を本格的にすすめることになり、子どもを産

み育てやすい環境作りについての政策の検討

が始められた。その結果、まとめられたもの

が「エンゼルプラン」であり、1999（H11）

年度を目標年次として、保育環境の整備など

が進められることとなった。 

  また、1998（H10）年 4 月には、児童福祉

法の改正が行われ、保育所への入所方式がこ

れまでの措置制度から利用者による選択利用

方式に転換されることになった。これは、社

会福祉構造改革の先取りともいわれ、福祉の

対象者は増加・多様化してきておりそれへの

対応として、行政が一方的な「措置」を行う

のではなく、利用者による選択制に改めたの

である。同時に、保育所の「保母」の名称を

「保育士」に改めることとし、男女共通の名

称となった。 

 1999（H11）年 12 月には、少子化対策推

進関係閣僚会議で「少子化対策推進基本方

針」が決定され、この方針に基づく具体的な

実施計画として「新エンゼルプラン」を策定

した。これはエンゼルプランを承継するもの

で、大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治の

６大臣の合意による計画として、 2000

（H12）年度から 2004（H16）年度までの５

か年の実施計画であった。最終年度に達成す

べき目標値の項目には、これまでの保育関係

だけでなく、雇用、母子保健、相談、教育等

の事業も加えた幅広い内容となっていた。 

  一方、横浜市では、国に従い 1997（H9）

年には待機児童対策を明確に打ち出した。そ

のための新しい施策として、横浜保育室と幼

稚園の預かり保育を実施することとなった。

横浜保育室は、3 歳未満児の保育ニーズが高

まり、認可保育所だけでは入所希望者の期待

に応じきれないため、認可外保育施設のうち

横浜市独自に定める施設基準や保育水準を満

たす事業所について、横浜市の認める保育施

設として認定する制度である。横浜市独自の

制度として保護者の経済的負担を少なくする

ための助成金を出すとともに、一定の保育水

準を保つ制度となっている。 
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 同時にこの年から、 幼稚園の預かり保

育 ル事業を 始した。これは、 幼稚

園の正 の教育時 の に、 と 後の教

育時 終 後に預かり保育を行い、11 時

保育を行うものである。ま ５園の ルか

ら ー して、保護者の育児支援になって

いるという文部省の実 結果も出され、2000

（H12）年度からは本格的実施となってい

る。また、後の になるが、2007（H19）年

には 教育法の改正により「預かり保育」

が法 置づけられるようになった先進的

事 であった。 

 そして、国のエンゼルプランに対応して、

1998（H10）年 1 月には、横浜 エンゼルプ

ランともいうべき計画として「子育てが し

いまち横浜プラン」を策定した。この計画に

あたっては「子育てが しいまち横浜

会」が設置され、この 会の を け横

浜こども子育て ー 事業などが 2000 年

実施に されていった。 

 1994 年 の国と横浜市の子育て政策の

推 を たのが であり、この れにし

たがって経 を っていきたい。 

  

図表１

1994(H 6)年12月 「エンゼルプラン」策定 1997(H9)年 横浜保育室(認可外施設)を創設

幼稚園の預かり保育モデル事業開始

1998(H10)年 4月
児童福祉法改正。措置から選択（契約）
へ、保母から保育士へ

1998(H10)年1月 「子育てが楽しいまち横浜プラン」策定

1999(H11)年12月 「新エンゼルプラン」策定 2000(12)年4月 横浜型幼稚園預かり保育、本格実施

2000(H12)年 3月 保育所設置主体の制限撤廃

2001(H13)年 ７月 待機児童ゼロ作戦

2002(H14)年 9月 「少子化対策プラスワン」策定 2002(H14)年1月 区役所に福祉保健センター設置

2003(H15)年 3月
「次世代育成支援に関する当面の取組方
針」決定

2003(H15)年4月 子育て支援事業本部発足

　　　〃　　　7月 次世代育成支援対策推進法成立

　　　〃　　　7月 少子化社会対策基本法成立 2004(H16)年4月 区役所に保育担当係長設置

市立保育所の区役所への移管

2004(H16)年12月 「子ども・子育て応援プラン」策定

2005(H17)年4月 「かがやけ横浜こどもプラン」策定

2006(H18)年 6月 就学前児童保育等推進法成立 2006(H18)年4月 こども青少年局発足

2007(H19)年12月
「こどもと家族を応援する日本」重点政策
決定

2007(H19)年
横浜型幼稚園預かり保育が、学校教育法の改正
により法律上の制度としていちづけら た

2008(H20)年 2月 新待機児童ゼロ作戦

2009(H21)年 2月
次世代育成支援のための新たな制度体
系の設計に向けて

2009(H21)年4月
福祉保健センターの機構再編。こども家庭支援
課の設置

2009(H21)年10月 保育所待機児童解消プロジェクト発足

2010(H22)年3月 同プロジェクト報告書

2010(H22)年 2月
「子ども・子育てビジョン」閣議決定。こども
子育て新システム検討会議の設置

2010(H22)年4月
緊急保育対策担当(部長)を設置。区政推進課に
緊急保育対策担当係長（こども青少年局兼務）を
配置(8区)

2010～2011年 保育所整備マッチング事業

2010(H22)年6月
「かがやけ横浜こども青少年プラン後期計画」策
定

2010(H22)年9月 NPO型家庭的保育事業発足

2011年2～6月 区に保育コンシェルジュ配置（3→18区）

2012(H24)年 3月
こども子育て新システムの基本制度を閣
議決定

2011(H23)年4月 全区に緊急保育担当係長（兼務係長）配置

2012(H24)年 8月 こども・子育て3法成立

2013(H25)年 4月 待機児童解消加速化プラン 2013(H25)年4月 待機児童ゼロ達成

国の施策 横浜市の施策

国と横浜市の少子化対策・こども子育て支援政策推移
　　図表１ 国と横浜市の少子化対策・こども子育て支援政策推移

1994(H 6)年12月 「エンゼルプラン」策定 1997(H9)年 横浜保育室(認可外施設)を創設

幼稚園の預かり保育モデル事業開始

1998(H10)年 4月
児童福祉法改正。措置から選択（契
約）へ、保母から保育士へ

1998(H10)年1月 「子育てが楽しいまち横浜プラン」策定

1999(H11)年12月 「新エンゼルプラン」策定 2000(H12)年4月 横浜型幼稚園預かり保育、本格実施

2000(H12)年 3月 保育所設置主体の制限撤廃

2001(H13)年 ７月 待機児童ゼロ作戦

2002(H14)年 9月 「少子化対策プラスワン」策定 2002(H14)年1月 区役所に福祉保健センター設置

2003(H15)年 3月
「次世代育成支援に関する当面の取
組方針」決定

2003(H15)年4月 子育て支援事業本部発足

　　　〃　　　7月 次世代育成支援対策推進法成立

　　　〃　　　7月 少子化社会対策基本法成立 2004(H16)年4月 区役所に保育担当係長設置

市立保育所の区役所への移管

2004(H16)年12月 「子ども・子育て応援プラン」策定

2005(H17)年4月 「かがやけ横浜こどもプラン」策定

2006(H18)年 6月 就学前児童保育等推進法成立 2006(H18)年4月 こども青少年局発足

2007(H19)年12月
「子どもと家族を応援する日本」重点
政策決定

2007(H19)年
横浜型幼稚園預かり保育が、学校教育法
の改正により法律上の制度としていちづけ

2008(H20)年 2月 新待機児童ゼロ作戦

2009(H21)年 2月
次世代育成支援のための新たな制
度体系の設計に向けて

2009(H21)年4月
福祉保健センターの機構再編。こども家庭
支援課の設置

2009(H21)年10月 保育所待機児童解消プロジェクト発足

2010(H22)年3月 同プロジェクト報告書

2010(H22)年 2月
「子ども・子育てビジョン」閣議決定。
子ども子育て新システム検討会議の
設置

2010(H22)年4月
緊急保育対策担当(部長)を設置。区政推進
課に緊急保育対策担当係長（こども青少年
局兼務）を配置(8区)

2010～2011年 保育所整備マッチング事業

2010(H22)年6月
「かがやけ横浜こども青少年プラン後期計
画」策定

2010(H22)年9月 NPO型家庭的保育事業発足

2011年2～6月 区に保育コンシェルジュ配置（3→18区）

2012(H24)年 3月
子ども子育て新システムの基本制度
を閣議決定

2011(H23)年4月
全区に緊急保育対策担当係長（兼務係長）
配置

2012(H24)年 8月 子ども・子育て関連3法成立

2013(H25)年 4月 待機児童解消加速化プラン 2013(H25)年4月 待機児童ゼロ達成

国の施策 横浜市の施策
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※出所：『平成 25年版少子化社会対策白書』、横浜市政策局政策課『調査季報』No.172（2013 年 3月）及びNo.173（2013 年 11 月）等をもとに上林作成



 

（ ） ゼ と 

育 策 

   国は、待機児童の 等の に対して

の実 に応じた取 みを容 にする

も まえ、2000（H12）年 3 月、保育所の設

置 体制 を し、保育所設置にあたって

産保 の を するとともに、最低定

の 下 を行った。これまで自治体や社会

福祉法 だけに られていた保育所の設置・

を、 業など 式会社や の 体でも

一定の基準を満た ば保育所を設置・ す

ることが可 になった。 

  2001（H13）年 月には、「待機児童ゼ

作 」を厚生労働省が策定した。これは、

事と子育ての 支援の一環として、 の

保育 に的確に応えた保育 ー の

が行われるよう取り ため、保育所の

に、 的保育（保育 ）、自治体 独施

策、幼稚園預かり保育等を 用し、2002

（ H14 ）年度 に５ 、さらに 2004

（H16）年度までに 10 、計 15 の

入児童 の増を り、待機児童の 少を目

す取 み策を り でいた。 

  2002（H14）年 9 月になると、もう一 の

少子化対策を推進するために、「少子化対策

プラ ン」を厚生労働省が した。「子

育てと 事の 支援」が であった従

の対策に加え、「男 を めた働き方の

し」「 における子育て支援」「社会保

における次 支援」「子どもの社会 の向

や自 の 進」などを 加している。 

 2003（H15）年 3 月には、「次 育成支

援に関する当 の取 方針」を策定した。こ

れは、従 の取り みに加え、もう一 の取

り みとして厚生労働省が し、待機児童

の多い市 に保育計画の策定を 化した

ものであった。そしてこの年の 7 月には、 

「次 育成支援対策推進法」が成 し、自

治体 業において 10 年 の 的・計

画的な次 育成の取 を 進する づけ

を行ったのである。 

  さらに同年 7 月には、議 法により「少

子化社会対策基本法」が成 した。この基本

法によれば、 大臣を会 とする 閣僚か

らなる「少子化社会対策会議」を設置し、少

子化に対 するための 針としての大 を策

定することを政 に づけたのである。 

   2004（H16）年 12 月に、同基本法にそっ

て少子化社会対策大 がつくられ、これに基

づく 施策の具体的実施計画について、少

子化社会対策会議が「子ども・子育て応援プ

ラン」を決定した。これは新エンゼルプラン

を承継・ し、少子化の れを えるため

の 施策の具体的実施計画として制定した

もので、「 事と の 支援と働き方の

し」「子育ての新たな支え合いと 」

などの とともに、 子育て支援 ン

ーを合わ て 国 6 000 か所つくる目標など

が られていた。 

 横浜市では、 所を市 ー の

として機 化する機構づくりが行われ

てきていたが、2002（H14）年 1 月から

所に福祉保健 ン ーが設置されることにな

った。福祉・保健に関する相談から ー

までを一体的に対応できるようにするた

め、これまでの 福祉部（福祉事 所）と保

健所が 的に 合されたのである。この福

祉保健 ン ーには「 ー 」がつくら

れ、高 者・ がい者・こども・保護のそれ

れの対象者 に「担当係」が置かれたので

ある。 

 年 2003（H15）年 4 月に市 所の大幅な

機構改革が行われ、 かつ な行政

を 決するために横浜 事業本部というべき

が作られた。国の待機児童ゼ 作 にあ

わ たかたちでつくられたのが「子育て支援

事業本部」である。事業本部制はこの か

「横浜プ ーション推進事業本部」と 年
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から「市 働事業推進本部」が設置され

た。い れも 年 の時 的 であり、特

定の行政 について と同等の を

つ本部 の下に、部 を置かない ラッ の

で意 決定を行い、所 事項に に対

応できるようにしたものである。 

 2004（H16）年 4 月には、 所に

が置かれることになり、福祉保健 ン ー

には保育担当係 が 置され、市 保育所

福祉 から 所へ するなど への

化が進められていった。  

 新設された子育て支援事業本部は、 時

の待機児童 は 1 123 であり、2003 年度か

ら 2005 年までの 年 で保育所の定 を大

幅に増加さ る計画をたてた。認可保育所の

新設だけでなく、横浜保育室と幼稚園の預か

り保育の増加もあわ て行い、多 の保育施

設を 率的・ 果的に整備するため多様な整

備 法に取り でいった。その結果、事業

本部が した 2006 年 4 月には、保育所

が 110 所、定 増は 8 011 で当 の目標

を大きく った。しかし、待機児童 は

770 少したものの、353 が待機児童と

して る結果であった（ ）。 

 「保育所の整備が新たな保育 を

し、保育所を整備しても整備しても待機児童

が らない」といういたち っこのような

だと け められていた（ 1）。 

 横浜市では、2003 年に成 した次 育

成支援法に基づく行 計画づくりが づけ

られたのを け、行 計画づくりが進められ

た。子育て の市 に対するニーズ と検

討 会による 議が行われ、2005（H17）

年 4 月には「かがやけ横浜こどもプラン」が

この行 計画として された。この計画

は、横浜市にとって 合的な子育て支援施策

の出 であり、５年後に達成すべき目標が

明確にされていた。  

 

（ ） の 、 

少子化対策 

  国は 2006（H18）年 6 月に、「 の子

どもに関する教育、保育等の 合的な の

推進に関する法 」（ 称・ 児童保育

等推進法。後に改正され「認定こども園法」

と 称されることになった）を成 さ 、子

どもに対する教育 保育 に保護者に対

する子育て支援の 合的な を推進するた

めの措置を じるものとした。具体的には、

幼稚園と保育所を一体として幼児教育・保育

を する機 と における子育て支援を

行う機 を備えた「認定こども園」を 設す

ることになった。認定こども園は、幼保

、幼稚園 、保育所 、 の 4

の幼児教育と保育を一体化した施設の設置

が認められるようになった。 

  また、同年６月には少子化社会対策会議に

おいて「新しい少子化対策について」が決定

された。ここでは、すべての子育て を支

援するという をもち、子どもの成 に応

じて子育て支援のニーズが 化することに対

応して、 ・出産から高 ・大 生期に

るまでの年 進行 との子育て支援策を

ていた。 

  さらに 2007（H19）年 12 月には、少子化

社会対策会議において、「こどもと を応

援する 本」 政策がまとめられ、「働き

方の しによる 事と生 の （ ー

ク・ラ ・ ラン ）の実 」とともに、

その社会的基 となる「 的な次 育成

支援の みの構 」を同時 行的に取り

でいくことが だとされていた。 

 年の 2008（H20）年 2 月には、 の

政策を け、新待機児童ゼ 作 を打ち出

した。今後 3 年 を 期 とし、取

を進めることを目標にして厚生労働省が作成

したものであり、「希望するすべての が

して子どもを預けて働くことができる社会
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を目 して」と がつけられていた。ここ

でも、こどもの育成に社会 体で取り た

め、待機児童 をはじめとして保育政策を

・ とも 実・ 化する方針が打ち出され

たのであった。 

 横浜市では、2006（H18）年 4 月に 年

定の子育て支援事業本部が し、 が新

たに 成された。子育て支援事業本部の機

を き継 とともに、福祉 にあった保育

所 の機 や、市 にあった 少年対策

を一つの にまとめて「こども 少年 」が

新しく した。福祉 は、 生 が って

いた や生 生の機 を ち、

健 福祉 となった。 

  2009（H21）年 4 月には、 の多 な

を支えるため、 所の福祉保健 ン ー

の機構 がおこなわれた。これまでの「

ー 」を「こども 支援 」「高 ・

支援 」「保護 」へ し、対象者

に相談から ー までの一本化を っ

たのである。 

  この 、保育所の定 は、2006 年度に 950

、2007 年度 1 638 、2008 年度 1 289 、

2009 年度 1 424 と 年増加さ ていたが、

者の増加に いつか 、待機児童 は

2006 年度の 353 から 2010 年 4 月には

1 552 にまで増加を けてきた。 

 

（ ）国の政 と 

横浜市長 の 化 

 2009 年 8 月の 選 の結果により自

政 から 政 に した。また、

市 の の を けて、この 選 と

同時に横浜市 選 が行われ、 文子新市

が 生した。その後、こども子育て政策は大

きな 化を ることになった。 

 政 の の 2009 年 1 月に、少子化社

会対策会議の決定を け内閣 に「ゼ から
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える少子化対策プ ク ー 」を

ち 、同年 6 月にはこのプ ク から

の 「み なの少子化対策」がまとめられ

ていた。 

 自 内閣から 内閣に政 後、

2009（H11）年 10 月に内閣 の少子化対策

担当の政 で構成する「子ども・子育て

ョン（ 称）検討 ー ン ー 」を

ち 、 者をはじめ自治体など関係者

からの ン を 、2010（H22）年 1

月に「子ども・子育て ョン」を新たな少

子化社会対策大 として制定した。これまで

の を「子どもが （ ル ン・

ー ）」を目 すことを に えて、

「社会 体で子育てを支える」「 希望 が

かなえられる」を基本的 え方に えた政策

大 である。 

 また、この新 ョンに基づいて関 閣

僚を構成 とする「こども子育て新シ

検討会議」の設置を行い、その下に 大臣、

政 からなる作業 ループを置き、幼保一

元化を 新たな次 育成支援のための

的・一元的なシ の構 に向けて検討

することとなった。その年の 9 月からは、作

業 ループの下に 者、保育・幼稚園関係

者、自治体、事業 、労働者 、子ど

も 当当事者の 加を て、「基本制度」

「幼保一元化」「こども 針（ 称）」の

つの ー ン ー が作られた。 

 年 にわたって ー ン ー によ

る議 が合計 35 にもの り、その結果

は、2012（H24）年 月にはまとめられ、内

容が された。 月には「こども子育て新

シ の基本制度」を少子化社会対策会議

で決定した。この内容を法 化し、社会保

・ 一体改革関 法 としていわ る「子

ども 法」（「子ども・子育て支援法」「認

定こども園法の一部改正」「子ども・子育て

支援法 認定こども園法の一部改正法の施

行に う関係法 の整備等に関する法 」の

法 ）が国会に 出された。 

 この法 は、自 ・ 明・ による

社会保 ・ 一体改革（社会保 部 ）に関

する実 者 会合による議 と合意を まえ

て、法 の一部を議 正することになり、

2012（H24）年 8 月に「子ども 法」が成

する となった。この子ども・子育て関

3 法に基づく制度については のような

図表 子ども・子育て新制度    ・事業の全体 　　　　　　　　　
　 子ども・子育て支援事業 

 施設型    ・ 支援 

　・認定こども園      ・ 子育て支援 点事業    

　・幼稚園      ・ 預かり     

　・保育所       ・ 児家庭全 事業

 ・ 育支援 事業 の 支援児童、  

 型保育 　　 保 児童等の支援に する事業

　・ 保育（ 定 6 上19 ）  ・ ー・ ート・センター事業

  ・家庭的保育（ 定 5 ）  ・子育て 期支援事業     

　・ 型保育         ・ 長保育事業    

　・事業所 保育  ・ 児・ 後児保育事業    

 ・ 課後児童クラ     

 児童 当  ・ 健   

 ・ な主体が本制度に することを

　　 進するための事業

子ども・子育て支援

教
育
・
保
育

図表 子ども・子育て新制度    ・事業の全体 　　　　　　　　　
　 子ども・子育て支援事業 

 施設型    ・ 支援 

　・認定こども園      ・ 子育て支援 点事業    

　・幼稚園      ・ 預かり     

　・保育所       ・ 児家庭全 事業

 ・ 育支援 事業 の 支援児童、  

 型保育 　　 保 児童等の支援に する事業

　・ 保育（ 定 6 上19  ・ ー・ ート・センター事業

  ・家庭的保育（ 定 5 ）  ・子育て 期支援事業     

　・ 型保育         ・ 長保育事業    

　・事業所 保育  ・ 児・ 後児保育事業    

 ・ 課後児童クラ     

 児童 当  ・ 健   

 ・実 に係る 足 を 事業

 ・ な主体が本制度に することを

　　 進するための事業

子ども・子育て支援

教
育
・
保
育

※出所：横浜市こども青少年局説明会資料をもとに上林作成
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内容となっている。 

 2012 年 12 月の 選 で、 から自

内閣に政 した。厚生労働省は

2013 年６月に「待機児童 加 度プラ

ン」を策定した。保育所待機児童の 8 が

、 の大 市に していることか

ら、 に 2013 14 年度で 20 の保

育を 的に整備できるよう、国として支援

ッ ー をまとめたものである。横浜市が

行ってきた 方式や市 を 用した保育

所整備、保育士の確保策などを にしなが

ら、新制度の を待た に保育 確保事

業を行うことになったものである。 

横浜市では、 市 の を け

て、2009 年 8 月の 選 と同 に市 選

が行われ、 の女 市 が 生した。当選し

た 市 の選 には、子ども子育て支援

が に えられていたことから、2009

（H11）年 10 月には、市 を とした

「保育所待機児童 プ ク 」を

さ た。特に ン ーには係 クラ の い

を多く入れ、18 にわたる討議と、保

育事業者をはじめ相談機関、 事業者や

の行政関係者まで 25 にわたって

ン を行った。 2010 年 3 月に同プ

ク がまとめられ、このプ ク

で出だされた様 な を下に、市

所 体で待機児童ゼ を目 して取り こ

とになった。 

 2010 年 4 月の新しい年度には、こども

少年 に 保育対策担当（部 ）を設置

し、 体的な を ることになった。そし

て特に 対策が められていた の 政

推進 に 保育対策担当係 （こども 少

年 ）を 置し、 事 に明るい

所を にして保育施策の推進を ることに

なった。待機児童対策を 政 の

として 置づけ、 内の 合 整を担当する

政推進室に保育担当係 が置かれたのが特

である。 年 月には 18 すべてに

係 が 置された。 

 2013 年 4 月までに待機児童をゼ にする

目標を明確にした で、 の「ゼ プラ

ン」が てられた。 とに な保育所の

整備 を明らかにするために、 、年

の保育を とする ー が整 され、そ

れを一 にして でも かるようにした。

そのうえで、 に整備されるのが望ましい

所を り み、その に 合った施策の

ニ ーが選択されていった。 

 そして、2010 2011 年にかけて、 保

育所の整備を 的に した。法 の所

の 用、市 を し けての施設整備、

ルの内 改 などを行って施設を整備する

こと、設備整備に対する 助制度の 用な

ど、 ・建 の所 者と保育所を する

法 等とを 的に する保育所整備 ッ

ン 事業などが取り まれた。 

 2010 年 6 月には、子どもプランを し

た「かがやけ横浜こども 少年プラン後期計

画」が策定された。横浜こどもプランの対象

を 年までに広 、「こども 少年プラ

ン」とし施策を した。 

 また、 歳未満児の保育 が高くなって

いることから、横浜保育室のさらなる を

進めるとともに、2010 年 9 月には 等を

用した 的保育事業を新たに さ

た。これまでは 福祉 による の

保育福祉 制度だけであり、これは 1960

（ 35）年 の い を っていたが、

2000 年 4 月から法定化され、これにより

的保育事業の ラ ンが明確になっ

た。その後さらに 歳未満児の保育 が高

まったことから、 だけでは け入れ

に があり、 などによる６ の

保育を実施することにした。保育の実

施 所についても、 自 から で

も保育を実施することを可 にして、
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など法 を事業実施者として認定したもので

ある。 

 また保育 ー に関する 相談 を

2011 年 2 月に ル的に に 置し「保

育 ンシ ル 」と呼 ことにした。その

後、６月には 18 すべてに 置された。保

育 ンシ ル の業 は、保育 ー に

関する相談と、認可保育所の定 から

る入所保 者に対して横浜保育室や 的保

育、幼稚園の預かり保育などを する

ー ーを行うこと、それらの保育

を することなどである。2013 年度から

は最 の には 名の 置になり、2014

年度からはさらに６ が 置となる。 

  こうした様 な と により 2013 年

4 月には目標としていた待機児童ゼ を達成

することができた。 年 の な によ

って保育所 で 144 所、定 で 1 621

増加さ ることによって、1 552 あった待

機児童をゼ にしたわけで、 本最大の 市

での と されていた。 

 しかし、10 月になって、さらに入所希望

者が増加し、 に認可保育所の定 がたりな

くなってきたことから、新たに 231 の待機

児童を 生さ ることになってしまった。年

度当 に定 を って入所している保育園

もあり、年度 での入所はきわめて しい

にある。 

 そして 2014 年 4 月 1 では、 なが

ら 20 の待機児童を生じることになり、2

年 でのゼ は達成できなかった。2013

年 4 月と して保育所入所 者は 4 114

名増加して 5 2 932 と 最大の と

なり、保育所の定 を当 1 525 増加の

定を 2 390 に増やし、5 1 306 に 大し

たが、「 の の 」に され

たかたちになった。 年のゼ 達成が じら

れてから転入者が増え、育児 明けの

者も増加し、自 で育児をしていた からも

「預けられるなら働きたい」として し

だと られる（2014.5.21 新 ）。 

 今後、さらにきめ かな保育政策を す

るとともに、 めることなく保育施設の整備

を進めるとともに、様 な子育て支援施策の

継 ・ 大を期待したい。 

 

 

．横浜市の保育 育の  

 

（1）保育 の  

国と横浜市の保育・子育て政策の経 につ

いて を てきたが、横浜市の保育・幼児

教育の についてやや しく ていくこと

にする。 

 は、2013 年 4 月 の ー を

に横浜市の保育・幼児教育の をまとめ

たものである。これによると、認可保育所が

582 所、定 4 9 061 である。市 が

90 施設で定 8 416 であり、この には

設 の 定 者による の保育所

が 2 所 まれている。 の保育所は 492

施設で定 が 4 645 となっており、この

には認定こども園（すべて幼保 ）が

15 施設、定 848 が まれている。 

 に たとおり、認可保育所では特に 3 歳

児未満児の定 が少ないことから、 的保

育事業をおこなっており、 保育福祉 に

よる 保育と 等による 的保育が

あり、あわ て 535 の定 となっている。 

  その か認可外保育施設が 424 施設、定

9 794 となっている。このうち横浜市が独

自に定める施設や保育水準を満たした横浜保

育室が 155 施設、定 5 257 となってお

り、認可外保育所の を めている。

が児童福祉法に基づく施設等である。 
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　　図表 横浜市に ける保育・幼児教育の 横浜市こども青少年局 より

90施設 定 492施設 定
( 設 2 ) 8 416 40 645

(児童福祉法 39 ) ） 認定こども園(幼保連 型)
582施設 15施設　定 848 　を

定 49 061
56 定

(2013 4 1 ) 220

36施設 定
(児童福祉法 6 の3) (2013 4 1 ) 315

155施設 定
(2013 10 1 ) 5 257

162施設 定
(2013 4 1 ) 3 064

(児童福祉法 59 )
81施設 定

(2013 4 1 ) 1 148

26施設 定
(2013 4 1 ) 325

0施設 定 286施設 定
( 園1を ) 58 427

（学校教育法 1 ）
286施設 立幼稚園預かり保育 129施設 定

学  2 327学 （横浜市 ・市認定） (2013 4 1 ) 3 866

　　　

）認定こども園（幼保連 型）
認定こども園 、幼稚園・保育所等の ち、「就学前の子どもに幼児教育・保育を する機 」と「 に ける子育て支援を 機

」を備 る施設 、 が認定した施設。幼保連 型 、幼稚園と保育所がともに認可を けていて、 が連 して 体的
な を 。

ビー テル
認可外の保育施設 て、 保育、 を 保育、また 預かりのい

かを ているもの。

幼稚園
幼児を保育し、 当な を て、 の の発達を 長することを 的とする施設 所
管

立幼稚園預かり保育
市長の認可を けた 立幼稚園が、保育を とする園児また 園児にたいし、幼稚園
の正 教育 を 日 11 上（ 日 9 上）の保育を実施する制度。

横浜保育室
3 児の待機児童の解消、認可保育所 対応し ない な保育 ー への対応、
保 担の などを 的に、横浜市が に定める設備や保育 を たす施設を
「横浜保育室」として認定した認可外保育施設。

認可外保育施設
認可外保育施設の ち、横浜市が援 を していないもの て、事業所 保育施設

ビー テル 外のもの。

事業所 保育施設
業・ などが、 業 を 保するために、福 施設の として設置している 業
のための保育施設。

家庭保育福祉
市長の認定を けた福祉 が、保 の を けて、保育に ける 年 児を家庭的

の 保育する制度。

NPO等を した　家庭的保育
事業

NPO法 等の保育に関する を し、保 の を けて、 の保育 が、保
育に ける 年 児を家庭的 の 保育する制度。

認可外保育施設 保育所 外の保育施設 会 て、 政 による設置認可を けていないものの 。

家庭的保育事業
保育士また を けて市 の認定を けた「家庭的保育 」が、 等 児童を保育
する 的とした事業。

横 浜 保 育 室

認 可 外 保 育 施 設
認 可 外

保 育 施 設

事業所 保育施設

ビ ー テ ル
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校
教
育
法

市立（2013 5 1 ） （2013 5 1 ）

幼 稚 園

定　　　　

保　育　所
日 、保 の を けて、保育に ける の幼児また 幼児を保育することを 的とする
施設。
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市立（2013 6 1 ） （2013 6 1 ）

児
童
福
祉
法

保 育 所

家庭保育福祉

　　図表 横浜市に ける保育・幼児教育の 2013 12 25 、横浜市こども青少年局 よ
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(児童福祉法 59 )
81施設 定
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26施設 定
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0施設 定 286施設 定
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286施設 立幼稚園預かり保育 129施設 定

学  2 327学 （横浜市 ・市認定） (2013 4 1 ) 3 866

　　　

）認定こども園（幼保連 型）
認定こども園 、幼稚園・保育所等の ち、「就学前の子どもに幼児教育・保育を する機 」と「 に ける子育
て支援を 機 」を備 る施設 、 が認定した施設。幼保連 型 、幼稚園と保育所がともに認可を けて
いて、 が連 して 体的な を 。

ビー テル
認可外の保育施設 て、 保育、 を 保育、また
預かりのい かを ているもの。

幼稚園
幼児を保育し、 当な を て、 の の発達を 長することを 的とする
施設 所管

立幼稚園預かり保育
市長の認定を けた 立幼稚園が、保育を とする園児また 園児にたい
し、幼稚園の正 教育 を 日 11 上（ 日 上）の保育
を実施する制度。

横浜保育室
3 児の待機児童の解消、認可保育所 対応し ない な保育 ー へ
の対応、保 担の などを 的に、横浜市が に定める設備や保育
を たす施設を「横浜保育室」として認定した認可外保育施設。

認可外保育施設
認可外保育施設の ち、横浜市が援 を していないもの て、事業所
保育施設 ビー テル 外のもの。

事業所 保育施設
業・ などが、 業 を 保するために、福 施設の として設置して

いる 業 のための保育施設。

家庭保育福祉
市長の認定を けた福祉 が、保 の を けて、保育に ける 年 児を
家庭的な の 保育する制度。

NPO等を した　家庭的保
育事業

NPO法 等の保育に関する を し、保 の を けて、 の保育
が、保育に ける 年 児を家庭的な の 保育する制度。

認可外保育施設
保育所 外の保育施設 て、 政 による設置認可を けていないものの

。

家庭的保育事業
保育士また を けて市 の認定を けた「家庭的保育 」が、 等
児童を保育する 的とした事業。

横 浜 保 育 室

認 可 外 保 育 施 設
認 可 外

保 育 施 設

事業所 保育施設

ビ ー テ ル

学
校
教
育
法

市立（2013 5 1 ） （2013 5 1 ）

幼 稚 園

定　　　　

保　育　所
日 、保 の を けて、保育に ける の幼児また 幼児を保育することを

的とする施設。

家 庭 的 保 育 事 業
NPO等を した
家庭的保育事業

市立（2013 6 1 ） （2013 6 1 ）

児
童
福
祉
法

保 育 所

家庭保育福祉
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　図表 横浜市の保育 ービスの事業 横浜市子ども子育て会議 より

認可保育所（ ） 横　浜　保　育　室

横浜市 事業

１ １ １ １

なし
国 事
業対

担 ・
児童福祉 担

なし

保育対策等
進事業

こども
基

なし
月

18 000

長
月 　1 700
（所 子区

による り）

310
（ ラ ン）

310
（所 子区 による

り）
なし

月 　9 000
（上限）

施設が
に設定（事業

が ）

保
育

基
本

基本
　　国基 に基づ

（横浜市が ）

月 　58 100 （上
限）　 施設が

に設定
（事業 が ）

2子 1子保育 の
40 ～60

月 　18 000

（市 によ
る ）

り
（所 に応 て 担

を　　　区 ）

り
（所 に応 て

を区 ）

1子保育 の
40 ～60

月 　7 30
～18 30
　　　7 30
～15 30

長

7 30ま の保育
18 30を 長

20 00ま
( 保育所 長

22 30ま )

施設が に設定
月 　7 30

～19 00
　　7 30～
15 00

基本 を
め10 上
を施設が
に設定（保

との 議）

なし なし
　 成
7 30～22 00

月 　7 30
～18 30　　
7 30～15 30
（幼稚園の正

教育 を
）

月 　58 100
（上限）

施設が
に設定（事業

が ）

り
（所 に応 て 担 を

区 ）
なし

月 　57 200
（事業 が ）

区福祉保健セン
ターに

と事業 の
契約

区福祉保健
センターに

と事業
の 契約

保育

基本
8～11

(7 30～18 30)

月 　7 30～
18 30

　　　7 30～
15 30

月 　8 30～16 30
　　　8 30～12 30

と事業 の
契約

2 の1 上
幼稚園教
、保育士等

の 格
（横浜市

）

2 の1 上
幼稚園教
、保育士等

の 格 。
1 上

の保育士
（横浜市

）

対 年 就学児 主として3 児 児
主として

上児
児

保育 の
格・

（ ）
保育所

（児童福祉法）

3 の2 上 保育
士、 等の

格
（横浜市 ）

保育士、
、幼稚園教

家庭
的保育

　　（児童
福祉法・横浜
市 ）

保育士 保
育士と同等の

を する
（児童福祉
法）

方法

立幼稚園

事　業　 家　庭　的　保　育 立幼稚園預かり保育

事業主体 横浜市 事業

主体 社会福祉法 等
、法 また

体
家庭保育福

祉
NPO法 等
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 幼稚園は、 教育に基づく教育施設であ

り、市内の幼稚園はすべて で 286 施設、

2 327 、定 は 5 8 427 である。幼

稚園は、 時 教育を とする幼児教育施

設であるが、横浜市では幼稚園を の保育

として 置づけ、認可保育所 みの 11

時 保育を する ル事業が 1997 年に

始まり、2000 年に本格実施となった（

6 3）。また、2007 年には 教育法の改正

により「預かり保育」が法的に 置づけられ

た。預かり保育実施は 129 施設、定 が

3 866 となっている。横浜市のこれら保育

ー についてその内容を、それ れ事業

に したのが ５である。事業 体

図表 育 の
年4月1日

123 118 114 110 106 102 102 98 94 90 88

設 121 116 112 108 104 100 100 96 92 88 86

定管 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

166 209 254 273 296 318 334 361 413 490 523

社福法 124 150 177 187 195 205 211 223 243 277 287

法 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6

教法 12 11 11 9 9 8 8 8 8 7 7

学校法 0 0 1 5 7 10 12 13 17 20 20

会社等 10 25 38 44 55 65 73 87 114 152 175

NPO法 2 6 10 10 12 12 12 13 15 17 18

　 15 14 14 14 14 14 14 13 11 11 10

289 327 368 383 402 420 436 459 507 580 611

26 689 29 888 32 994 33 944 35 582 36 871 38 295 40 007 43 932 48 916 51 306

図表 育

長　　７ 　 長 長  18 30 長

( ) 　　　( )

１１

図表

立 計 立 計 立 計

0 2 2 0 0 0 0  2  2

～11 0 9 9 0 3 3 0  6  6

１１ 61 19 80 35 17 52  26  2  28

11 ～12 0 38 38 0 37 37 0  1  1

12 ～13 60 29 89 53 136 189  7 107 100

13 ～14 2 54 56 2 238 240 0 184 184

14 ～15 0 14 14 0 58 58 0 44 44

保育所 0 1 1 0 1 1 0 0 0

　　　　　 　　　計 123 166 289 90 490 580  33 324 291

の 育

7 30～9 00 9 00～14 00 　 　14 00～18 30

月～ 幼稚園

正 教育

7 30～15 30　（「 日型」 園）

横浜市子ども子育て もと

2014年
(H26)

2004年
(H16)

2005年
(H17)

2006年
(H18)

2007年
(H19)

2008年
(H20)

2009年
(H21)

2010年
(H22)

2011年
(H23)

2012年
(H24)

2013年
(H25)

　　立

　　立

施設 計

定　　　　

長
ービス

預かり
保育

預かり保育

保育 長
保育

長 ービス

開所
2004（ 16)年度 2013(H25)年度 　

長
保育

図表6 1 保育所の 施設
年4月1日

123 118 114 110 106 102 102 98 94 90 88
設 121 116 112 108 104 100 100 96 92 88 86
定管 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

166 209 254 273 296 318 334 361 413 490 523
社福法 124 150 177 187 195 205 211 223 243 277 287

法 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6
教法 12 11 11 9 9 8 8 8 8 7 7

学校法 0 0 1 5 7 10 12 13 17 20 20
会社等 10 25 38 44 55 65 73 87 114 152 175

NPO法 2 6 10 10 12 12 12 13 15 17 18
　 15 14 14 14 14 14 14 13 11 11 10

289 327 368 383 402 420 436 459 507 580 611

26 689 29 888 32 994 33 944 35 582 36 871 38 295 40 007 43 932 48 916 51 306

図表6 2 保育所開所
長　　７ 　 長 長  18 30 長

( ) 　　　( )

１１

図表6 3 開所 施設

立 計 立 計 立 計

0 2 2 0 0 0 0  2  2
～11 0 9 9 0 3 3 0  6  6

2014年
(H26)

2004年
(H16)

2005年
(H17)

2006年
(H18)

2007年
(H19)

2008年
(H20)

2009年
(H21)

2010年
(H22)

2011年
(H23)

2012年
(H24)

2013年
(H25)

　　立

　　立

施設 計

定　　 （ ）

長
ービス 保育 長

保育
長 ービス

開所
2004（ 16)年度 2013(H25)年度 　

長
保育

11 0 9 9 0 3 3 0  6  6
１１ 61 19 80 35 17 52  26  2  28
11 ～12 0 38 38 0 37 37 0  1  1
12 ～13 60 29 89 53 136 189  7 107 100
13 ～14 2 54 56 2 238 240 0 184 184
14 ～15 0 14 14 0 58 58 0 44 44

保育所 0 1 1 0 1 1 0 0 0
　　　　　 　　　計 123 166 289 90 490 580  33 324 291

図表6 4 立幼稚園の預かり保育
7 30～9 00 9 00～14 00 　 　14 00～18 30

月～ 幼稚園

正 教育

7 30～15 30　（「 日型」 園） 横浜市子ども子育て会議 をもとに作成

預かり
保育

預かり保育

横浜市のこども子育て政策の推移と課題　11



 1

は、認可保育所と 的保育が横浜市であ

り、 体は、社会福祉法 、 業など法

、 、 など多様である。保育者の

格・ は、認可保育所と 的保育が児

童福祉法に基づく を としている

か、横浜保育室と 幼稚園預かり保育は、

横浜市の定める に基づいている。 方

法は、認可保育所と 保育福祉 は 福祉

保健 ン ーで し か、利用者と事業

者の契 によっている。 

保育所の経 について たのが ６

1 である。市 保育所は、 市政の

化方針に基づき 年 4 園 つ 化が進めら

れており、この 10 年 で 38 所が 化さ

れている（ は後 ）。 保育所は、こ

の 10 年で 324 施設増加して 3 になって

いる。 

 経 に ると、社会福祉法 が 244

所でこの 10 年で 2.2 に増加し、

（47.8 ）を めている。これに いて多

いのが 式会社等 業によるもので、この

10 年 で 15 と 増して 152 所となり 4

の （26.2 ）を めている。 

 保育時 については、認可保育所が 時  

を 保育として、 と の 時 保育を

行って 11 時 となって、これが保育 の

とされている（ ６ 2）。これを える

と については時 ー が園

によって行われるとこ があり、 金は

保護者の負担となる。この 所時 について

は、 ６ 3 のように、この 10 年 で時

を行う保育園が大きく ている。13

14 時 未満が 184 所増え 240 所で 4

（41.7 ）を め、12 13 時 未満が 100

所増え 189 所で 3 の 1（32.6 ）となっ

ている。保育時 が しく くなっている

向を み取ることができる。 

 保育 については、認可保育所では国の基

準をもとにして、横浜市が で定めてい

る。国の基準は、 年度の所 に応じて

6 （ 保護 、市 を めて

8 ）に かれているが、横浜市では市

が 5 、 は 25

に かく かれている。きめ かく かれて

いるとともに、所 の最も多い で国基準よ

り く、 で 25 ど低く設定され

ている。認可保育所の保育 は横浜市が

することになっている。 

 横浜保育室は、保育 の最高 を横浜市の

で定めており、施設がその で独自に

金を設定しており、所 に応じて を

市が負担することにしている。 的保育に

ついても同様である。 幼稚園預かり保育

についても を市の で定め、施設が独

自に 金設定することになっている。これら

は、い れも事業者が 金を することに

なっている。 

 

（ ） の 化 

 国的に 15 歳未満の子どもの が 少

を けてきており、33 年 けて 少してい

るといわれており、 に める 合も

40 年 いて 少している（ 2）。横浜市

でも、2003 年の 20 1 063 を ークに

年 少を けており、2013 年 4 月には 19

106 にまで 10 年 で 1 1 の 少で

ある。 少し ける子どもの の で、

の児童の 所の 化を かく たのが

である。 歳未満児と ５歳児に

けて ラ 化している。 

 歳未満児は、 で 2004 年の 9 9 943

から 2013 年 4 月には 9 4 060 に 5 883

少している。その でも、保育所の入所

者は 9 312 から 1 9 506 に 増してい

る。 （ 認可施設への入所者を ）の

児童は 8 7 557 から 1 7 622 少

し、3 歳未満児の保育 の な 大を

み取ることができる。 

12　自治研かながわ月報 2014年6月号（No.147）
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 1

 ５歳児についても、 では 2004 年

の 10 1 683 から 2013 年には 9 6 046

に 5 637 少している。幼稚園の 園者

は 6 1 657 から 5 3 527 に 8 130 と

大きく 少し、幼稚園の預かり保育が、

1 262 から 4 900 に 4 に増えてい

る。保育所の入所者が 1 6 994 から 2

6 750 に 9 756 と大きく増加し、認定こど

も園を めると 1 の増加となってい

る。 の児童は、2 1 224 から 9 984

に 下となり、ここでも保育 の大

きな増加を み取ることができる。 

 

（ ） の 化 

 保育所に をしても入所できない待機児

童 は、この 大きく してきている。 

 国的に ると に られるように、

2000 年から 2001 年で 3 2 933 から 2

2 101 に 1 1 の 少となり、その後

は増加に転じ 2003 年まで がり け、その

後 少して 2007 年には 1 9 794 と最も

低くなった。その後はまた増加に転じ、2010

年に 2 6 275 と ークを え、 なだ

らかな 少 向を している。 

 2001 年に待機児童 が大幅に 少したの

は、厚生労働省が す待機児童の定 の

があったからである。横浜保育室など自治体

独自の基準による認可外保育施設への入所者

や、産 ・育 明けの期 が ていない

者などを待機児童 から 外したことにより

下がったのである。 

2003 年からの 少 向は、次 育成支

援計画がつくられ自治体や 業に少子化対策

の計画づくりが けられ、また 50 名

待機児童のいる自治体に保育計画づくりを

けたことなどによる 果が られる。

2008 年から新待機児童ゼ 作 が行われた

が、これはあまり大きな成果を ていない

と の推移 国

国・

・ ・図表

 

     
   

   
 

       
 

 

 

 

 

 

と の推移 国
・ ・図表

 

 

 

国・
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ことを している。この 、 国的に保育所

の利用率（ の児童 に対する保育所入

所者の 合）は、2000 年の 25 から 2013 年

の 35.1 に 10 ン の増加となってい

る。 でも、0 2 歳児の利用率の増加が し

く、14.7 から 26.2 へ 11.5 ン の大幅

増加を ているのが特 である。 

 一方、横浜市では、 のように、2001

年に待機児童 が大きく 少しているのは

の基準 のためである。2004 年までは

横ばいであるが、2006 年にかけて大き

く 少している。これは、子育て支援事業本

部がつくられ、 的に保育所の増設などを

行った成果であったことは に たとおりで

ある。 

その後、待機児童の増加が進み 2009 年に

1 290 、2010 年には 1 552 と して

国の ー ンになってしまった。そこ

で、 市 の 入れで 年 で待機児童をゼ

にする対策を に推し進め、2003 年

月にはゼ の目標を達成したことは に べ

たとおりである。 

 この 13 年 で、保育所の 所 は 2000 年

の 236 所から 2013 年には 580 所へと

344 所増加、2.5 に増え、定 は 2000 年

の 2 2 312 から 2013 年 4 月には 4

8 916 と 2.2 に大きく増加している。し

かし、 者も 2 2 947 から 4 8 818

に 2.1 に増加している。 

 特に、年度 め 4 月には大幅に待機児童が

るものの、年度 では保育所の定 の増

加が めないことから、2011 年からの

ラ に られるように、10 月には待機児童

が増える 向を み取ることができる。定

増加を る入所 者の増加があり、施設

整備が保育所への 増加を呼 でいる

事実が明確である。また、待機児童 の ー

ンをこの についてみたのが 10 
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図表10 保育計画策定 市(上 10 市)の  (2001年～2015年、99 00年 )

横浜市 市 市 市 市

市 横浜市 市 横浜市 横浜市

市 市 横浜市 市 市

市 市 市 市 市

市 市 市 市 市

市 市 市 市 市

市 市 市 市 市

市 市 足立区 市 市

福 福
市 福 市 世 区 市 福 市

福
市 市 区 福 市 市

2004年～2008年

横浜市 市 市 市 市

市 市 市 横浜市 横浜市

市 市 市 市 市

市 横浜市 市 市 市

福
市 市 福 市 市 市

福
市 福 市 市 市 市

市 足立区 横浜市 区 世 区

児
市 市 児 市 市 市

福
福 市 市 足立区 市 子市

市 市 市 子市 市

2009年～2013年

福
横浜市 横浜市 市 市 福 市

市 市 横浜市 市 市

福
市 市 市 福 市 市

世 区 世 区 市 世 区 市

福
市 市 福 市 市 市

市 市 世 区 市 市

市 区 区 市 市

区 市 市 区 市 市

福
福 市 子市 市 市 市

福
子市 福 市 足立区 市 市

年4月1日 　 発表 より

10

2007

1

2

3

4

5

457 287

10 336 349

453 489 485 436 280

9 342 336

473 496 493

6

8

9

531 337

8 349

481 514 498 523 336

483 552 564

664 398

595 594 688 615 372

7

608 598 727

613 725 851 786 438

7
352

335

620 840 865

1 032 695

893 439

713 1 076 971 929 533

5 390 487

410 352 320

423 350

6 379 428

696

447 383

462 427 353

2 576 707

4 465 583

1 290 1 552 1 275

2009 2010 2011 2012 2013

348

461

7 597 533 488

489 432 362

1

3

403

9 569 459 360 452 435

433 402

2008

643 463

623 597

868 652 480

10 415 403 318

744 740

489

3 1 109 866 1 040

919 752 560

604 499

8 570 496 380

4 739 857 778

6 616 588 626

755

846

5 706 679 655 631 699

618 637

536 485

2005 2006

1 1 629 1 991 1 364 1 337 1 355

1 190 904

1999 2000 2001 2002 2003

2004

2 1 409 1 535 1 076 1 140 1 123

705 832

1 076 934

※出所：フリー百科事典ウィキペディア「待機児童」の項及び毎年 4月 1日現在 厚生労働省発表資料をもとに上林作成
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である。横浜市は 2006 年を いて に

にランクされていたが、2012 年 は

していない。 

 国の待機児童 と、横浜の待機児童 の

化を ラ 化したのが 11 である。

国的な 向と横浜の待機児童 の 化は

同様な 向を み取ることができる。ただ

し、 少と増加の 化は横浜の方が しくな

っており、 国的 化を先取りしているもの

といえそうである。 

 

 （ ）市 保育 の 化 

 横浜市では、2002 年に 市 が し

て 、「 から へ」方針のもとに市 施

設の 化、 定 者制度の 入などが行

われてきた。市 保育所の 化もその方針

の下に行われてきた。 

 2003 年 4 月に「今後の 保育施策（方

針）」が出され、市 保育所の 化の方針

が された。その年の 12 月には市議会で

4 所の市 保育所が保育所設置 から

され、 事業者に 行することになっ

た。「 保育所の つ や 率 を生

かして、保育の を確保しながら、多様な保

育ニーズに かつ 率的に対応することを

目的として 化を行う、としている（市

保育所 化実施基準より）。 

 する保育所は、市 保育所の多い の

保育所から 先的に選 、施設・設備の

、 、利 、児童の入所 、

の 保育所の設置 などを 合的に

して 化する園を決定する。あわ

て、その保育所の ・建 の 入を希望す

る法 を し、選定された事業者が設置

体となって保育所 を行うことのできる

な法 を選定する。 にあたっては、定

や け入れ年 など保育内容の継承ととも

に、保育時 の 、3 歳児 の
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、 の実施、一時保育の実施などを

に している。 

2004 年 4 月に 4 所の保育所が 化さ

れたのを りに、 12 のように 2010 年

を いて 2013 年まで 年 4 所が 化さ

れてきた。2014 年 4 月には 2 所が 化

され、これまでに 38 所が 化されてき

ており、今後 2 所 つ 2016 年までに 4

所の合計 42 所が 化されることが決定

されている。 

 2004 年度の 化にあたっては、 保

育所と 化先の決定から実施まで 年もな

かったことから、保護者から が す

て児童の保育の継 が しいとして、園を

する 改正を とすることと

を めて が された。2006 年 5 月に

出された横浜 の一 決では、 化す

る は 法だと認定され、1 10

の を された。 

 横浜市が し、 の 高 の 決は

2009 年 1 月に出されたが、 を める

は 法で 改正は「 」にあたらな

い、として 下され、 について

も された。 

が最高 に し、2009 年 11 月に

は 決が出された。 決の は、改正

の制定行 は行政 にあたり、行政 に

あたらないとした高 決は法 の を

った 法 がある。しかし、 の保育期

はすべて満 していることから、 えの利

は われたものというべきであるとされ、

改正の 法 については

となった。 

 この もあり、 化にあたっての明確

な基準を定め、 化まで 年 の準備期

を確保できるようにして、 に 行できる

ように 用が改められた。 まで され

た 法 はい れも保育所 の経 を

つ社会福祉法 である。 

 また、 化の結果について、2008 年 10

図表１ 市 育 化 育

　　　　年度 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

区 (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27) (H28)

区 日 日 8

上

区 が 部 7

青 区 の も の 6

区 日 5

保 区 新 保 5

区 5

区 5

区 向 5

区 5

区 5

区 4

区 が 青 4

子区 4

区 4

区 4

区 3

区 2

区 1

化 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 42

保育所 124 120 116 112 108 104 100 96 92 88 86 84 82

横浜市・市 育 移 もと の の

保育園

図表１ 市立保育所から 化した保育園 （ 定を ）
　　　　年度 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

区 (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27) (H28)

区 日 日 8

上

区 が 部 7

青 区 の も の 6

区 日 5

保 区 新 保 5

区 5

区 5

区 5

区 5

区 5

区 向 4

区 が 青 4

子区 4

区 4

区 4

区 3

区 2

区 1

化 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 42

保育所 124 120 116 112 108 104 100 96 92 88 86 84 82
横浜市・市立保育所 移管検 報告書（2011年9月）をもとに、 の後の 定を 加

保育園
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月と 2011 年 11 月に「検 」が され

ている。この検 は、 の 行 、

保護者等への ン ー 、 による経 の

などが検 され、 がまとめら

れている。2008 年の検 結果により、

決定から実施までさらに 1 年 し 2 年

置くとことした。このように 3 年 との

化の検 を行ってきたが、今後の 化の

方向については、2014 年から 2016 年まで

年 2 所 つ することとされており、さ

らにこれまでの について事業検 を行い

ながら、2017 年 の事業計画を策定する

ことになっている。 

 一方、市 保育所の を生かすものとし

て、2001 年から市 保育所を 用した保育

ッ ークの構 事業が進められてい

る。これは、認可保育所、横浜保育室、認可

外保育施設、 的保育、幼稚園預かり保育

などの保育 について、10 20 所を 1

ックとして ッ ークをつくることを

目 している。市 保育所が ックの事

的 をはたし、 との に応じて

ル的取り みを進めてきている。 

これは 2010 年にだされた「保育所待機児

童 プ ク に「保育施設の

による の向 」をめ して保育の

を生かした を進めようと されてい

たものである。 

 2014 年 4 月 で、 の育児支援 ン

ー園となっている市 24 保育所すべてで

ル実施が行われており、 保育所には 1

名の 保育士が 置され 行を行ってき

た。今年 に 3 年 にわたって行われた市

保育所を 用したこの ル的取り みを検

して、 における子育て支援事業の

の増加や内容の 実を ることなど、具

体的方策が されることになっている。 

 

 

．保育 の と の  

 

（1）保育 の事 と の  

 横浜市の保育関係 は、大きく保育所

と保育所整備 に けられている。2014

年度 から、子ども 少年 の にあ

る、子育て支援 として計 されている保育

所 、幼児教育 の の幼稚園預かり保

育 助事業、保育所整備 について な事業

内容をま ていくことにする（ の

項目と な事業名とその内容については

13 のとおりである）。 

 保育  

 保育所 は、保育を行う施設に応じ

て、認可保育所に関する 、 的保育

に関する と助成 、横浜保育室への助

成金、幼稚園の預かり保育の経 の助成金な

どに けられる。そこで、2014 年度の横浜

市一 会計当 の「 に関する 明

」から保育関係の事業名と を

で して することにする。 

 保育所基本  

 認可保育所については、ま 、国の基準に

基づき児童を保育するのに とする経 を

支出するものとして「保育所基本 」

498.2 がある。市 ・ の なく保

育所の入所児童 に応じて ・事 ・

などを して 化している。 

 保育所加  

 基本 に加えて、 保育所が横浜市

の認可基準に基づき国基準より加 して

置を行うのに とする経 を 助する

「保育事業向 支援 」が 82.6 あり、

横浜市が定める設備およ 基準は

14 のとおりとなっている。それに、

児、特 支援児童、 児およ 外国 児童の 

横浜市のこども子育て政策の推移と課題　19



 

  

図表１ 横浜市 会計

　 6 　子ども青少年    横浜市2014年度 会計当 書より

　1  青少年
　1  こども青年 務
　2  青少年育成

　2  子育て支援 　
　1  子育て支援
　2  保育所
　3  幼児教育
　4  課後児童育成
　5  保育所整備

　3  子ども福祉保健
　1  児童措置
　2  こども家庭福祉
　3  子保健
　4  こども 当
　5  児童福祉施設
　6  児童 所
　7  児童福祉施設整備

保育所 等の主な事業 と の 横浜市こども青少年局2014年度事業計画書より

事　業　 事　業　の　 　

2  保育所  

保育所基本 国基 の 配置に な 、事業 、管 などを 所児童 に応 て支 する

保育事業向上支援 横浜市の認可基 保育所を するために な の を

定保育向上支援 児、 定支援児童、 児、外国 児童などの保育に対して な の を

市立保育所 市立保育所の に な事業 を計上、定 外 所を 、区役所に いて する。

市立・長 保育事業 保育 を た長 保育を 市立保育所に な事業

市立・ 定保育向上支援（ 児）保育事業 児、 支援児童、外国 児童の保育に対して な ル ト等の を 事業

市立・管 事業 市立保育所2園の管 に いて、 定管 に支 する 定管

市立・ ( )保育事業 市立保育所 （ ）保育を 事業

ステーション事業 前等 の い 所に ステーションを設置し、 外の の保育所に を実施する

保育士等 改 事業 国の保育士等 改 事業 、 等を上 した 保育所に対して 成を

3  幼児教育

5  保育所整備

保育所整備事業 待機児童解消を してい ため、 な保育所 よ 幼保連 型認定こども園を整備する

保育所 改 事業 認可保育所の、 化に 改 事に な設計・解体撤 ・ 設 などの を 成する

保育所 事業 の ・ の 等を ことにより、保育所設置を 進する。

保育モデル整備事業 子ども・子育て支援新制度 新たに設置 る 保育事業に いての整備 を 成する。

保育、 日保育、24 型緊急 保育事業を実施する 保育所に、 な を 成する

家庭保育事業 家庭保育福祉 が 等の家庭的保育 の 福祉 １ に対して ま の保育を 事業

市 の基 を たす認可外保育所に対して、横浜保育室として保育 の 保、保育 などの
を 成する。

幼稚園等 支援教育 事業 立幼稚園に 園する 児に対し、 に応 た な教育が るよ 、 の 部を する

保育コンシェルジュ事業 保育を する保 書の に応 、 ー に た保育 ービスの を の

幼稚園預かり保育等 事業 立幼稚園 保育を とする3～5 児を対 とした長 保育を 事業の を する

幼稚園 事業 立幼稚園の施設・設備等の の 成や、預かり保育を 園に対する 備 のための を

児童福祉施設 成事業
児童福祉施設整備のために を けた法 に、福祉 機構、市 など に応 て 定
の 成を い、事業 の 担 を図る。

保育 （8 ）を て保育する 保育所に、長 保育のために な を 成する保育・長 保育事業

児・ 後児保育事業
また 期に る 保育が な児童を、 児・ 後児保育室 預かる保育施設に な を

成する。

横浜保育室 事業 成

NPO等を した家庭的保育事業
事業 が の 等に設置する保育施設 、保育 を して6～9 の定 保育事業に 成す
る。

新設4 5 児室を した年度限定型保育
新設保育所 定 に たない4～5 児室を し、 所保 にな た1～2 児を1年限定 け 、
の を 成する。

幼稚園等就園 事業
立幼稚園の就園に 保 の 的 担を するため、 園 と保育 に いて した に

成する

保育 成モデル事業 新たな創設 る定 10～19 の 保育事業を 取り実施し、保育に する の 部を 成する。

保育事業

図表１ 横浜市 会計

　 6 　こども青少年    横浜市2014年度 会計当 書より

　1  青少年
　1  こども青年 務
　2  青少年育成

　2  子育て支援 　
　1  子育て支援
　2  保育所
　3  幼児教育
　4  課後児童育成
　5  保育所整備

　3  こども福祉保健
　1  児童措置
　2  こども家庭福祉
　3  子保健
　4  こども 当
　5  児童福祉施設
　6  児童 所
　7  児童福祉施設整備

保育所 等の主な事業 と の 横浜市こども青少年局2014年度事業計画書より上 作成

事　業　 事　業　の　 　

2  保育所  

保育所基本 国基 の 配置に な 、事業 、管 などを 所児童 に応 て支 する

保育事業向上支援 横浜市の認可基 保育所を するために な の を

定保育向上支援 児、 定支援児童、 児、外国 児童などの保育に対して な の を

市立保育所 市立保育所の に な事業 を計上、定 外 所を 、区役所に いて する。

市立保育所長 保育事業 保育 を た長 保育を 市立保育所に な事業

市立保育所 定保育向上支援（ 児）事業 児、 支援児童、外国 児童の保育に対して な ル ト等の を 事業

市立保育所管 事業 市立保育所2園の管 に いて、 定管 に支 する 定管

市立保育所 ( )保育事業 市立保育所 （ ）保育を 事業

保育ステーション事業 前等 の い 所に ステーションを設置し、 外の の保育所に を実施する

保育士等 改 事業 国の保育士等 改 事業 、 等を上 した 保育所に対して 成を

3  幼児教育

5  保育所整備

保育所整備事業 待機児童解消を してい ため、 な保育所 よ 幼保連 型認定こども園を整備する

保育所 改 事業 認可保育所の、 化に 改 事に な設計・解体撤 ・ 設 などの を 成する

保育所 事業 の ・ の 等を ことにより、保育所設置を 進する。

保育モデル整備事業 子ども・子育て支援新制度 新たに設置 る 保育事業に いての整備 を 成する。

保育、 日保育、24 型緊急 保育事業を実施する 保育所に、 な を
成する

家庭保育事業
家庭保育福祉 が 等の家庭的保育 の 福祉 １ に対して ま の保育を 事
業

市 の基 を たす認可外保育所に対して、横浜保育室として保育 の 保、保育
などの を 成する。

立幼稚園等 支援教育 事業
立幼稚園に 園する 児に対し、 に応 た な教育が るよ 、 の 部を

する

保育コンシェルジュ事業
保育を する保 書の に応 、 ー に た保育 ービスの を の

立幼稚園預かり保育等事業
立幼稚園 保育を とする3～5 児を対 とした長 保育を 事業の を す

る

立幼稚園 事業
立幼稚園の施設・設備等の の 成や、預かり保育を 園に対する 備 のための
を

児童福祉施設 成事業
児童福祉施設整備のために を けた法 に、福祉 機構、市 など

に応 て 定 の 成を い、事業 の 担 を図る。

保育 （8 ）を て保育する 保育所に、長 保育のために な を
成する

保育所長 保育事業

児・ 後児保育事業
また 期に る 保育が な児童を、 児・ 後児保育室 預かる保育施設に

な を 成する。

横浜保育室事業 成

NPO等を した家庭的保育事業
事業 が の 等に設置する保育施設 、保育 を して6～9 の定 保育事
業に 成する。

新設4・5 児室を した年度限定型保育
新設保育所 定 に たない4～5 児室を し、 所保 にな た1～2 児を1年限定
け 、 の を 成する。

立幼稚園等就園 事業
立幼稚園の就園に 保 の 的 担を するため、 園 と保育 に いて

した に 成する

保育 成モデル事業
新たな創設 る定 10～19 の 保育事業を 取り実施し、保育に する の 部を

成する。

保育事業

横浜市こども青少年局 2014 年度事業計画書より上林作成
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保育に な経 を 助する「特定保育向

支援 」29.3 、基準の 時 を え 11

時 までの 時 保育と、11 時 を えて

保育を行うのに な経 を対象児童

に応じて助成する「 保育所 時 事業」

117.1 （ 6 2 ）、一時保育、

保育およ 24 時 保育を行うのに

な経 を助成する「特 保育事業」8.1

、さらに 児保育、 後保育など 保

育が な児童を 児・ 後保育室で預かる

のに な経 を助成する「 児・ 後保育

事業」3.2 などが基本 の に加

される。これらの加 をまとめた 240.4

を、この では「 保育所加 」と呼 こ

とにする。 

 市 保育所加  

 市 保育所については、施設 にあたる

・ ル の 金、事 経 や

水 、 と などの「市 保育

所 」25.6 、 保育所と同様に

「 時 保育事業」21.6 、「特定保育向

支援 （ 児等）」5.1 、「特 保

育事業（一時保育等）」1.2 がそれ れ

化されている。この に、 所ある

設 の保育所の 定 者への「

事業 」3.1 がある。これらをまとめた

56.7 をここでは「市 保育所加 」と呼

ことにする。 

 市 保育所の保育士など正 の

は、 成 、 内のすべての正 の

を一 して「こども 少年 」の

に計 することとされている（ 方自治

法施行 14 、 ・ 整の様

式）ことから、保育事業に従事する の

だけを から 出することはではで

きない みになっている。 

図表 育 の 所 横浜市子ども子育て会議 より

主な

　 置 　　 保育士、 　　　

　 配置基 　 外的に置かないことが る 　　

　 基 国基 横浜市 による配置基

　 児　　 　 　 　１ 　　　 　 　１

　 配置基 　１ 児　　　〃　 　 　１ 　　　 　 　１

　 児　　　〃　 　 　１ 　　　 　 　１

　 児　　　〃　20　 　１ 　　 15　 　１

　 児 上　〃30  　１ 　　 24　 　１

　保育所保育 針（ 成20年3月28日 告 141 ）

　保育 　 　 の保 、 の 定（ らいと が ）

　 教育 　健 、 関係、 、 、表 （ らいと が ）

　 保育室また 室（ 上）

　 児室また 室（ ）

　 務室　　 所　　 室　　

　設置基 　 外 （ 所の 園、 社の 等 代 可）

　 児室また 室 　 　

　保育室また 室 　 上　１

　 外 　 上　

　 市長が に認めた に て 、保育所の に る 外

　　 に る 所を

備 なけ ならない施設

　図表14 保育所の設備 基 横浜市子ども子育て会議 より

主な

　 置 　　 保育士、 　　　

　 配置基 　 外的に置かないことが る 　　

　 基 国基 横浜市 による配置基

　 児　　 　 　 　１ 　　　 　 　１

　 配置 　１ 児　　　〃　 　 　１ 　　　 　 　１

　 配置 　 児　　　〃　 　 　１ 　　　 　 　１

　 児　　　〃　20　 　１ 　　 15　 　１

　 児 上　〃30  　１ 　　 24　 　１

　保育所保育 針（ 成20年3月28日 告 141 ）

　保育 　 　 の保 、 の 定（ らいと が ）

　 教育 　健 、 関係、 、 、表 （ らいと が ）

　 保育室また 室（ 上）

　 児室また 室（ ）

　 務室　　 所　　 室　　

　設置基 　 外 （ 所の 園、 社の 等 代 可）

　 児室また 室 　 　

　保育室また 室 　 上　１

　 外 　 上　

　 市長が に認めた に て 、保育所の に る 外

　　 に る 所を

備 なけ ならない施設
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 が認可保育所に関する経 の なもの

である。 

 的保育事業 

 的保育については、 保育福祉 に

よる 歳未満児の保育に な経 を児童

に応じて支出する「 的保育事業」3.6

、 などの事業者が保育者を雇用して

自 所 または り た建 で の保

育を行うのに な経 を助成する「

等を 用した 的保育事業」6.9 があ

る。 的保育はあわ て 10.5 となっ

ている。 

 横浜保育室など認可外保育施設 

認可外保育としては、市が認定した横浜保

育室に対して市の定める一定の保育水準を保

つために な 用と、 幼児保育の経 に

ついて入所児童 に応じて助成する「横浜保

育室事業助成金」75.8 がある。この に

は市が保育 の を設定して保護者への

をはかっていることに対する助成金なども

まれている。 

 さらに ー ルなどの認可外保育施設

について、保育内容、健 、施設の

などについて を 化したり、児童の

向 に向けての助成を行う「認可外保育

施設 ・助成事業」0.2 が 化

されている。 

 この にも、 など利用に 利な 所に

ーションを設置して、保護者から児

童を一時預かって 外の の保育所へ

する「 保育 ーション事業」0.5

、保育に関する 相談 を置き保育相談

や入所保 となった児童の横浜保育室や預か

り保育への を行う「保育 ンシ ル

事業」1 など横浜独自の施策も 化さ

れている。 

 2014 年度新 事業 

 2014 年度の新 事業として、「保育士等

改 時特 事業」12.0 、「

保育 助成 ル事業」1.7 、「新

設 4・5 歳児室を 用した年度 定保育」1.3

がある。 

 「保育士等 改 時特 事業」は、国

が 2012 年度の経済対策 正 で 設した

もので、横浜市では 2003 年 5 月の 正

で事業が始められたものである。国基準で

置されている保育士の待 を改 するため通

の保育所 とは に されるもので

あり、 の「 子ども基金」に され

た から 当される。また、市が国基準に

して 置している保育士に対しても一

を 用して 金改 を行うことになっ

ている。 

 「 保育 育成 ル事業」は、

2015 年度から始められる子ども子育て新制

度のうち、定 10 19 の 保育を実

施する事業者に対して制度を先取りして実施

するもので、保育に する 用の一部を助成

する。「新設 4・5 歳児室を 用した年度

定保育事業」は、2014 年 4 月の新設保育所

で定 に満たない 4・5 歳児室を 用して、

保育所の入所保 となった 1・2 歳児を 2014

年度 定で け入れ、保育を実施した保育所

に保育に な経 の一部を 助するもので

ある。 

 が の保育所 に計 された

な保育関係事業 であるが、この かに

も の「保育所 」には、保育所等

事業、保育士 り 支援事

業、保育所 事 など 10 事業 ど

が計 され、「保育所 」は合計 906.4

が計 されている。 

 幼稚園預かり保育等 助事業  

 保育所 の に、幼児教育 の に計

されている「 幼稚園預かり保育等 助

事業 14 がある。これは、幼稚園の

つ保育 を利用して、保育を とする

５歳児を対象に、正 の教育時 を えて
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時 の保育を実施する幼稚園に対して、

を 助するものである。 

 の「保育所 」すべてと、幼児

教育 の の「幼稚園預かり保育」とをあわ

た 920.5 を、この では「保育所

」と呼 ことにする。 

 保育施設 に保育所基本 、 保育

所への加 、市 保育所への加 、 的保

育、横浜保育室とその の を ラ 化

したのが 15 1 である。基本

（54.1 ）、 保育所加 （26.1 ）・市

保育所加 （6.2 ）を めて認可保育所

関係の が 86.4 と 4 の 3 を めている

ことが かる。 

 また、この 2014 年度 から保育所

の 内 を たのが、 15 2 であ

る。国・ 支出金が 2 （18.1 ）保育

など特定 が 4 の 1（25.9 ）で りが

一 となっている。 

 保育  

 2014 年度の保育所整備 は 61.2 であ

る。内 は、 保育所の新設にあたっての

助金や認定こども園（幼保 ）の整備

の 助金などが「保育整備事業」41.8

である。その かに、 化した保育所の改

事に助成する「 保育所 改 事

業」5.7 、保育所の 化 事 を助成

する「 保育所 対策事業」0.9 、

保育所の施設建設にあたっての 入金を

対象として、その 金の一部を助成する

「 施設 金助成事業」3.2 、保育

所の や建 が 入 であるものに対し

て の一部を 助する「 保育所

助事業」5.7 などである。 
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 また、新 事業として した「 保

育 ル事業」を行う事業者に、新たな整備

事業への 助と への 助として「

保育 ル整備事業」5.7 が 化さ

れている。 

保育所 と 保育所整備 とを合

て「保育所関係 」と呼 ことにするが、

1 年度は 1 1 が計 されている

（ ５ ）。 
 

（ ）保育 の と 

、 の   

 横浜市の保育関係 は、保育所を担当す

る が 2002 年度までは福祉 であったが、

2003 年から 2005 年度までは子育て推進事業

本部と福祉 に かれて事業 行が行われ、

2006 年度からは の子ども 少年 で一

して うことになった。そのため、

の が 2006 年度までは「福祉 」に計 さ

れ（ ）、同年にこども 少年 の

に い「こども 少年 」が 設される

ことになったが、2006 年度の 成時は

まだ福祉 であったため同年の当 では

「福祉 」で計 されており、2007 年から

「こども 少年 」に計 されている。 

 の に い の 項目名も わって

いくとともに、子ども子育ての具体的な事業

名も わっていった。 えば、 の国基準

の「保育所基本 」はた に「保育所

」と呼ばれており、その の 保育所

加 は「法定外援助 」となっていた。 

 事業 の経 については、 よりも決

による実 で るのが正確ではあるが、

一 会計 では「目」の の「 明」

に 目の事業 が されているが、

決 （「歳入歳出決 事項 明 」）に

は 項目 の決 が明 されているだ

けであり、事業 の決 は されていな

い。このため、 年の当 の事業

を に、その推 を ていくことにす

る。 項目の は ５のよう

に、2000 年度から 2006 年度までと、2007 年

度 とに している。 

保育 の と保育 の  

  定 の増加と の増加を ラ にしたの

が 16 1 であり、この の対 年度との

増加 と、 と定 の対 年 率を

たのが 16 2 である。2000 年から 2013

年までに横浜市の保育所 と定 は、236

所・2 2 312 から 580 所・4 8 916

になり、344 所・2 6 604 増加し、保

育所 は 1.5 、定 は 1.2 になってい

る。また、保育所 も 320 から

859.4 に 539.2 1.7 に ている。 

 定 で ると 2004 年から 2005 年までがそ

れ れ 3 100 と大きく増加し、2012 年も

3 600 、2013 年には 5 300 と最も大

きく増加している。 で ても 同様

で、2005 年と 2006 年度、2010 年度 の

年が大きく増加していたことを み取ること

ができる。 

 特に定 増加は基本 の増加に 結

し、 増加の最大の となっている。ま

た による保育所整備が進 だことから、

保育所加 が大きく ており、 の

ように市 保育所は 年 4 所 つ 化し

てきていることから と ど はないこと

が かる。 

保育 の の  

 保育所 の は、国基準の 置に

よる （基本 ）についてみると、

的には 経 のうち保育 など特定

を し いて、 りを国と自治体とが

つ負担することになっている。しかし、横

浜市の基準により国基準を る保育士等の

置を行うために な経 は横浜市の一

で 負担することになっている（保育

事業向 支援 ）。 

24　自治研かながわ月報 2014年6月号（No.147）



 

  

  

                       
 

   
         

 
   

   
 

 
 

 
 

   
     

 
   

   
 

 

 

 
 

   
     

 
   

   
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

   
   

 
 

   
 

 
 

 

 

 
 

育 と 育 の推移

育 市 育

横浜 育 の 育

図表

・

・

育 対 の と ・ の

対 対 対

・

図表

                         
   

         
 

   
   

 
 

 

 
 

         

 
   

   
 

 

 

 
 

   
     

 
   

   
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

       
 

 
   

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育 と 育 の推移

育 市 育

横浜 育 の 育

図表

・

・

育 対 の と ・ の図表

 
 

   

 
 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育 対 の と ・ の

対 対 対

・

図表

横浜市のこども子育て政策の推移と課題　25



 

時 保育（11 時 まで）の経 について

は、1 度の国 助がついており、11 時

の 保育については 1 時 あたり

1 700 の 金を保護者が負担すること

になっている。また、一時保育などの特 保

育については、 が 2 、国が 1 で合わ

て 3 どの 助金がある。 的保育につ

いては、 保育福祉 は事業 の 3 の

国 支出金が いており、 等の 的

保育事業は 3 の 1 度の国 支出金であっ

たが、2014 年度には の国 支出金を

み、その 合が大きく増えているのが特

的である。 

 横浜市独自の基準に基づく横浜保育室など

認可外保育所への助成は、 市 となって

いたが、 の 助金がつき、国 あわ て 1

度の 助金が出るようになり、2014 年

度からは国 支出金が大幅に増え事業 の

27 になっている。 

 事業 の 内 の 明している 2007 年

度 について、幼稚園預かり保育を

く保育所 の推 を たのが 17 1

であり、構成 の きを たのが 17 2

である。 

保育所 は、2007 年の 525.6 から

2014 年度には 388.9 増加して 906.4

となっている。その でも、増加の 合が大

きいのは国 負担金で、2007 年から 2014 年

までに 94 増え 165.6 と 2.3 になっ

ている。特に、それまでは 年 10 19

の増加であったものが、2013 年度から 2014

年度への増加 が 27 となり、特に

が大きい。これは 2014 年度から 増

の から子ども子育て が増えたことの

と られる。 

 一 も 2007 年の 276.4 から、

2004 年度には 502.4 に 226 の増加で

1.8 となっている。保育 など特定 は

177.5 から 238.4 に 60.9 増加し

ているが、 は 1.3 であり、保育 の改

定にあたって保護者の負担の が られて

いることが かる。 

保育 と の  

 保育所整備 の 2000 年 2014 年度まで

の きと、待機児童 の 化を たのが

18 である。 に 1 で たとおり、2003

年に機構改革が行われ「子育て推進事業本

部」がつくられ、少子化対策として保育所の

待機児童を らす 的な施策 が行われ

た。2003 年度は 年より 20 、2005 年

度は 年より 8.6 と 2003 年から 2005 年

にかけて保育所整備 が大きく たが、そ

れにしたがって待機児童 も大きく 少し、

2006 年 4 月には 353 にまで 少した。 

 その後 2006 年には 年より 30 、

2007 年には 10 と保育所整備 が 少し

ていき、待機児童は大きく増加を てい

た。2010 年から待機児童ゼ に向けた本格

的な取り みがなされ、保育所整備 は

2011 年には 年より 30 増加の 56.9

に大きく 、2012 年は 73.9 とこれ

まで最高の が まれた。この結果、保育

所 と定 は 2010 年の 436 所・3 8 295 

から 2013 年には 580 所・4 8 916 と

144 所・1 621 増加して、待機児童ゼ

へ大きな 果をもたら た。 

 2013 年度の保育所整備 が 少している

が、これまで市 の し けで 保育所

の建設が進められてきたが、新たな市 を

つけること になり 2012 年度の 11 所

から 1 所にまで 少したことによるものが

大きい。 

 2014 年度の は 増加しているが、

新設の保育所に対する内 助が 年の 8

所から 27 所に大きく たこと、認定こ

ども園の新設が 年の 1 所から 7 所に増

加したことによるものである。 

 次に、保育所整備 の 内 について、 
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の推 を たのが 19 1 で

あり、 の構成 を たのが 19 2

である。 

 2011 年度には が 年の になってお

り、2012 年度も大きく ているが、特に

国 支出金の と 合の が大きくなって

おり、市 の 行も 14.6 、19.2 と大幅

に増えている。2014 年度では は大き

く ているが、市 の 合が 2012 年度よ

り り、一 が大きく増加しているのが

かる。国の 2010 年の新待機児童ゼ 作

や、2013 年の待機児童 加 化プランの

果もあり、横浜市の 的政策 の成果

ともいえよう。 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

育 と の推移

育

図表 

 

 

   

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
育 と の推移

育

図表

1,800

1,600

1,400

1,20

1,000

800

600

400

200

0

★参考★　　　　　　　　　　　　《児童福祉法　保育所関連条文の変化》
1997(H9) 年改正以前の条文
　第 24条　市町村は、政令の定める基準に従い条例に定めるところにより、保護者の労働又は疾病等の事
由により、その監護すべき乳児、幼児又は第 39条第 2項に規定する児童の保育に欠けるところがあると
認めるときは、それらの児童を保育所に入所させて保育する措置を採らなければならない。ただし、付近
に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護を加えなければならない。

1997(H9) 年改正以後の条文
　第 24条　市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、
その監護すべき乳児、幼児又は第 39条第 2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、
保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、保
育に対する需要の増大、児童の数の減少等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を
行うことその他の適切な保護をしなければならない。

2012（H24）年改正・2015 年施行の条文
　第 24条　市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病
その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、
次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所（認定こども園法第 3条第 1項の認定を受けたもの及
び同条第 9項の規定による公示がされたものを除く。）において保育しなければならない。
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．子 子育 と横浜市の  

 

（１）子 子育 の  

 1 年 月に成 した子ども子育て関係

の 法は、次の法 からなっている。 
 これまで幼稚園と保育所で になってい

る利用 きや 負担の みを一本化し

た「子ども・子育て支援法」、幼保 認

定こども園について幼稚園と保育所で に

なっていた認可・ を一本化した「認

定こども園法（正式には「 の子どもに

関する教育、保育等の 合的な の推進に

関する法 」）の一部改正」、これら 法の

改正に い児童福祉法・教育 法など

関 する の法 を改正する「関 法 の

整備法」である。この 法は 1 年 月 1
に施行されることになっている（ ）。 

 この新制度は、1 年に「措置から契

に」 わった児童福祉法の改正 最も大き

な改正であり、保育については 本的な改正

とも われる。保育所はこれまで「保育に

ける」児童の施設という 置づけから、「保

育を とする」児童とされ、市 がその

児童を「保育所において保育しなければなら

ない」とされたことが象 的である。 
新制度の特 と従 の制度との い 

 この新制度と 行制度との いはつ の

であるとされている。 
 幼児期の 教育・保育の を「

への 」に したこと 
  歳 のすべての子どもへの 教育

と、保育の がある子どもへの保育を、

の 利として保 する から、「

制度」が 入されたこと。そしてこの 制

度は、認定こども園・幼稚園・保育所・

保育などを通じて による 制度が

入されることによって、どの施設を利用した

合でも、共通の みで 対象となるこ

ととされた（ ）。さらに、保

護者に対する を基 としながらも、

確実に教育・保育に する 用に てられる

ために、施設・事業者が して を

する「法定 」の みとなったので

ある。 
 市 を制度の実施 体として 置 け

たこと 
 これまでは「幼稚園の所 は 」「保育所

の所 は市」と かれていた制度の実施 体

を、市 に一本化したこと。そして、これ

までは待機児童が の市 に

づけられていた保育計画をすべての市 に

づけた。これにより市 は、５年を一

期とする「子ども・子育て支援事業計画」を

策定し、計画的に幼児期の 教育・保育、

の子ども・子育て支援を する を

負うことになった。また、市 は、利用者

が な ー を けられるよう、きめ

かく利用支援を行うこととされた。 
 子ども・子育て支援の ・ の 実 
 1 年 月の 率 による

を 用して、子ども・子育て支援の ・ の

実が られることになった。 の とし

ては、市 による計画的な保育施設などの

整備、 保育などを新たに 対象とし

て 加して、多様な保育の 実などが られ

ることになった。さらに、 の改 として

は、 置や の改 などが られるこ

ととされている。 
新制度の利用方法 

  その で、新制度の利用者は、教育・保育

を けるためには、子どもの年 や保育

の に応じて支 対象者である の「認

定」を けることが となった。これは、

保育を としない 歳 児（

まで）は「 認定」（教育のみ）、保育

を とする 歳 児は「 認定」、保
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 1

育を とする 歳未満児は「 認定」を

それ れ けることになる。 
 認定に応じて、利用できる施設や事業が

ってくるが、それは のような認定

と利用 の通りとなっている。 
 の認定については、さらに保育を

とする時 に応じて「保育標準時 （利

用）」と「保育 時 （利用）」とに けら

れ、その設定時 は国の検討を経て横浜市が

決めることになる。 
  利用 きは、利用者が施設と利用契 を

行うことが基本となるが、 保育所の 合

は、利用者と横浜市との契 となる。利用者

は、横浜市による 格や保育の の

認定を けることや、施設の定 などによる

利用 整を けるものの、多様なニーズに応

じた ー を選択することができるように

なる。施設 は、正当な がある 合を

き、応 の を負うことになった。 

 の認定作業などは、保育 ー を

するにあたっての法的な の が大き

い。したがって、利用者にとって教育・保育

の に応じた「支 認定」をうけること

になるが、認可保育所への入所などの き

はこれまでと同様であり、特 新たな き

を めるものではない。 
事業者の認可と確認 

 一方、事業者についてみると、新制度の

対象施設・事業者になるためには、その施

設が目的に合 した基準を満たしている の

「認可」と、支 対象施設・事業者である

の「確認」を ける がある。認可は、幼

稚園と認定こども園の幼稚園 ・保育所 ・

の幼稚園部 だけは で

け、 の施設・事業の認可とすべての確認は

横浜市が行うことになっていた。しかし、横

浜市と との 議の結果、幼保

外の認定事 についても、事 の特

図表

認定区 の 型

保育 （ ）

保育 （ ）

保育 （ ）  １ 認定

保育 （ ） （教育の ）

認定区 による施設・事業の 区

認定区 に応 て、 の いた施設・事業を することが可 。

１ 認定  認定 認定

１

 

１  幼保連 型 定 設定しないことも可、

  定 設定しないことも可、

  による り

対 施設・事業 

児 認定

3 上児
認定 教育 （ ）

（ 学校就学前ま ）

の と

幼稚園 

保育所

型

保育 

家庭的保育

型保育 

事業所 保育

施設型

認定こども園

保育を とする  保育を としない
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として横浜市に されることで合意された

ので、認定こども園についてはすべて横浜市

が認可と確認を行うことになる。 
 の施設・事業所については、市と事業

者とで のやりとりを行って「認可を行っ

たとみなす」とされており、改めての き

は としないことになる。ただし、横浜市

独自の で行ってきた横浜保育室、 的

保育、幼稚園の預かり保育については、新し

い制度への 行が められることになる。 
 えば、幼稚園において教育と保育をあわ

て行う 合は、幼保 認定こども園、

幼稚園 認定こども園、または「施設 」

を ける幼稚園に 行する がでてくる。

それには、設備や の基準を満たした

で、 の 対象施設である の「確認」

を ける がある。ただし、 に する

幼稚園については「確認があったものとみな

す」こととされ、 の 換をすることとな

っている。 
一方、施設 の対象となる教育・保育施

設として「確認」を けないとの し出を行

うと、 行のままの幼稚園として 助成な

どが継 されることになる。 
 「確認」のための設備や の基準が明ら

かになっていないため、今後の きを す

る があり、幼稚園預かり保育を行ってい

るとこ では、横浜市として き き利用で

きるよう検討するとしている。 
 さらに、横浜保育室については、定

であれば認可保育所か認定こども園

へ、 から 1 までであれば 保育

事業に 行することが えられる。しかし、

設備や 基準など認可・確認の基準が明ら

かになっていないことと、 保育事業に

ついては新たな事業制度であり、 時 で

の横浜保育室が 保育事業への 行

の みを することは しい であ

り、今後の きの でそれ れ していく

ことになる。 
 なお、横浜市では、新制度がはじまっても

横浜保育室として事業を する施設もある

が、その施設については従 通り利用できる

としている。 
 
（ ）子 子育 と 

子 子育 事  

 横浜市では、子ども・子育て支援法に基づ

き、 1 年 月に「横浜市子ども・子育て

会議設置 」を制定し、同年 月に 1
子ども・子育て会議（ 下、会議と 称す

る）が かれ、 まで「子ども・子育て支

援事業計画」の策定作業が いている。 
 会議は 名の を めて の

者や 経 者など 名で構成されてお

り、 体会議の に、子育て部会、保育・教

育部会、 後部会の 部会が設置され、部

会を に 議が いている。 
子育て部会は の 1 名 に 者の

時 を 名 加し、利用者支援や

子育て支援 事業などの 支援体制を議

している。保育・教育部会には、

名の に 時 名が入り、市の児童福

祉 議会保育部会と同じ ン ー構成とな

り、保育所・幼稚園を とした施設

や 保育 などを議 している。

後部会は、 名と 時 名が入

り、ここでも 後子どもプラン推進 会

と同じ 構成となっており、 後 童ク

ラ や利用者支援などの議 を行っている。 
 事 は子ども 少年 の が入り、

内の から部会にあわ たかたちのプ

ク として「事業計画」「保育・幼稚園対

策」「 後児童対策」の つの ー ン

ループが作られ、計画の づくりを行

っている。 年 月から 月にかけて、計

画策定に向けて利用者ニーズ のため、未

児童の保育等を つ と 生の
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後についての対象 からそれ れニーズ

を行い、 な ー を 出する基

としている。その で 子ども・子育

て支援事業の み を 出して、計画の目

標値の設定をすすめている。 
 1 年度は 体会議 、子育て部会と

保育・教育部会が 、 後部会が

かれ、 1 年度に入って保育・教育部会

が 、 後部会が かれている

（ 1 年 月 ）。 
 月の 体会議で子ども・子育て支援事業

計画の が出された。それによると、計画

の目 すべき と ・基本的な が さ

れ、施策体 と事業の取り みとして「子ど

も・ 少年への支援」「子育て への支援」

「社会 体での支援」の つの施策 と、

この施策 とに つの基本施策が て

られている。そして、支援計画とともに、新

制度の認可基準についての検討が進められ、

化に向けた作業を部会で行い、 体会議

で認可・確認、支 認定基準などをまとめて

いくこととしている。 
 このように部会での 議を経て、この

をもとにして 所 とに 月から 月

にかけて「子ども・子育て支援事業計画」の

策定に向けて「市 意 換会」が され

ることになっている。さらに 11 月 に「新

制度 ーラ 」なども したり、

ック ン などで市 の意 を きなが

ら、 1 年 月までに計画策定を終えるこ

ととしている。 
 
（ ）横浜市の  

 これまで横浜市における保育政策の れ、

保育施策と待機児童 の き、保育所関係

の内容とその推 、子ども子育て支援新制

度への取り みなどを てきた。 年 で

1 あった待機児童をゼ にするという

を成し 、 年 ゼ は達成できな

かったもののわ か にとどめた成果は

されるべきものである。 
 しかし増加が しい認可保育所への希望者

について えると、 はまだ 決されてい

ないことを しているようだ。子ども・子育

て支援新制度が する 1 年 月を目

にして、新制度 への「支援計画」づくり

に されており、 な新制度への 行に

ついての も多い。 
 1 は、保育所の利用率（ 児童

に対する認可保育所利用者 ・入所者の

合）と、定 率（ 児童 に対する

認可保育所定 の 合）を、 年 の

国の 値と横浜市の 値を ラ 化したも

のである 。 国も横浜もこの にい

れも大きく増加しているが、 国で ると定

の方が に ン っており、

大 市を に待機児童 が っていないに

もかかわら 、 の では定 れの

が多いことを わ ている。 
横浜市では、定 率でみると 年の

11 から 1 年には まで

の増加となっており、利用率でも 同様な

向である。大幅な定 と利用者の増加に応

えるために保育所整備を 的に行ってきた

ことから、 国と横浜市との では、定

率で 年には 国より 1 ン も

低かったものが、 年には 1 ン

の にまで し定 増加の成果が出てき

ていることが かる。 
 また、 は、 定 市 市の定

率と待機児童 を したものである

。 
 これによると、定 率の最も高い新 市で

は待機児童はゼ で、 目の 市も同様

である。定 率と待機児童 は 相関関係に

なるものと していたが、 しもそうは

なら 、福 市では定 率は と高い

ものの待機児童 は となっている。 
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名 市、 市など 方 の となる大

市で待機児童が多くなっているといえよう

か。また、定 率で最も低くなっている、さ

いたま市では、待機児童が 1 にとどま

っている。 
 横浜市は、この年に定 率推計

（実 の定 率は ）であったが、待

機児童は 1 となり、 年の待機児童ゼ

につながっている。しかし、定 率は、

国水準よりも低くなっているのはすでに た

とおりであり、 定 市の でも 1 目と

いう低い水準であることは事実である。これ

からも、定 率をさらに高めていくことが

められているといえる。 
 また、子ども子育て支援新制度の に向

けて、子ども子育て支援法にもとづく施設

をいかに するかが われている。今

の制度改正によって、保育の とともに、

保育の の向 を目 すこととされているこ

とから、 と をあわ て められているも

のといえよう。 
 年度には、幼稚園、認定こども園、認可

保育所の「施設 」、 保育や 的

保育などの「 保育 事業」が新しい制

度として することから、 行っている

横浜市独自の に基づく横浜保育室や幼稚

園預かり保育などがどうなっていくのかがま

目される。国の基準が しも明確にな

っていない 時 で、その行く を める

ことはきわめて である。 
しかし、子ども・子育て支援事業は自治体

の基 的な自治事 であることから、国基準

にとらわれることなく、横浜の次 をにな

う子どもたちにより 的な施策 が待た

れている。 
 子ども子育て支援事業計画が実行あるもの

として策定されたあと、この計画に基づいた

事業 行に大きな の 入が されてい

る。この で横浜市の の を行っ

てみたが、今後は の金 や事業内容につ

いても、当 のこととして の 項目や事

業内容の 化も 定されることから、 き

き きを していきたい。 
  新制度への 行に うさま まな につ

いて してきたが、これらの 向について

の検討は、後 を期したい。 
 

1 「子育て支援事業本部の 」

1 ・   
 省 計 「 計 ック

が国の子どもの こどもの にち

な で」 1  
厚生労働省の した 年 月 1 の

待機児童 等の 値と、 の 省 計

計 の 年 月 の「子どもの 」の

推計により 出した。 
 定 は 1 年 月 1 で大 市

計年 より 用し、待機児童 は同時

期の待機児童 （厚労省 ）と 児童

は 1 年 1 月の国 の 歳

から 歳児に 歳児の の 1 を

加えたものとして推計した。したがってあく

まで同じ基準による推計で、実 の 値とは

多少 いが生じることがある。 
  

文  
成 年度「少子化の 少子化へ

の対 施策の （少子化社会対策 ）」

内閣  
「特 ・横浜の子育て支援」横浜市政策

政策 1 1  
「特 政策 年 」横浜市政策 政策

1 1 11 
「 に関する 明 」横浜市、 年

1 年度 
横浜市こども 少年 「事業計画 」

1 年度 1 年度 
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保育所調理衛生環境整備事業費

幼稚園預かり保育事業費補助金

児童福祉施設資金償還金助成費

児童福祉施老朽改築等事業費
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2014年 3月 19日神奈川県地方自治研究センター第 8回総会記念講演として、前衆議院議員・
元ニセコ町長の逢坂誠二氏に「地域の元気、それが日本の元気」をテーマに講演いただいた。以

下、当日の講演内容を簡潔に報告する。 
 

冒頭、安倍政権が取り組む道徳教育に関

連して、ある一定の価値観にはめ込むよう

に教えつけるというのは、全体主義につな

がって行く可能性があるとの指摘があった。

これに対し、民主党政権が提唱した「新し

い公共」の考え方では、そういう価値の押

し付けではなく、みんながいろんなところ

で自分の居場所と出番をつくることができ、

多様な受け皿がたくさんあって行ったり来

たりできる、その多様な受け皿同士も緩や

かに連携し合えることを頭に置きながら、

推進してきたという説明がなされた。 
 

 
また、安倍政権では経済を良くすること

が第一優先課題となっている点に言及し、

アベノミクスの金融緩和と大規模な財政出

動により、現場では人件費や資材が上がる

等で入札が不調になるケースも出ており、

悪い影響も受けていることから、株価が上

がり、円が下がるという面で経済の調子が

良くなるのは重要だが、それだけが国民が

幸せになる十分条件ではないことを問題提

起した。経営者は国民全体の富のバランス

を考えて企業活動を行うわけでないので、

経済の諸活動によって地域間格差が生まれ

る。そうした社会の歪みを修正するため、

マーケットの原理とは別に、強制力をもっ

て富の再配分を考えることこそ、権力を持

った政治家がやらなくてはいけないという、

強いメッセージが発信された。 
 

 
最後に、それぞれの地域が元気になって

いくには、地域の中で頑張っていける人を

育てる必要があり、また、やさしさと強さ

を備えた「しなやかな」地域をつくること

が求められる。その基盤となるような、地

場の資源を使って、地域でお金が回る仕組

みをつくるには手間がかかるので、そこで

は自治体の役割が重要であるとして、講演

が締めくくられた。 
 

 
 

第8回定時総会記念講演報告　41
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地方自治法の一部を改正する法律（2014 年改正法）が成立  
－第 31 次地方制度調査会も調査審議を開始－  
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横浜市会が議会基本条例を制定、4月 1日から施行 
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 編集後記

　元岩手県知事の増田氏を座長とする日本創成会議が、５月に公表した「消滅可能性都市」の推

計と人口減への対策を呼びかけた提言は、各所に波紋を投じている。人口の再生産力を示す指標

として20～30代の「若年人口女性」に着目し、その人口が2010年から2040年の間に半減する自治

体を「消滅可能性都市」と定義した提言は、人口減少問題を身近な論点に引き寄せた効果は確か

に大きい。

　同時に、人口減少に伴い労働力人口を確保するという観点から、女性就労の推進も積極的にう

たわれている。かつては、仕事か、子育てかという二者択一の選択を迫られていた若年女性がこ

れからは、仕事も、子育てもという社会の期待を双肩に担う時代に突入しそうである。ただその

対策の例に、20歳代の結婚（有配偶率の向上）が目標値として掲げられているのは気にかかる。

個人の生き方にも関わるデリケートなテーマだけに、結婚や出産に関わる多様な「結果」も受け

入れる共生社会の観点が見失われないことを切に願う。　　　　　　　　　　　  （谷本有美子）

巻頭言
　まもなく今年度の最低賃金審議会が開催される時期を迎えた。最低賃金は、すべての

働く者の賃金の最低限を保障するセーフティネットとして、常用、臨時、パートタイ

マー、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内で働く者と使用者に

適用される。現時点の神奈川県最低賃金は、時給８６８円であるが、この水準は年収に

換算すると１７７万円程度であり、　いわゆる年収２００万円以下のワーキングプアに

該当することをご存じだろうか。

　時給を年収に換算する場合、色々な計算方法があるが、労働局が事例で示す場合にも

とづくと、時給×８時間（１日の労働時間）×２５５日（年間所定労働日数）となり、前述

の年収額となる。蛇足だが、神奈川県においては、実労働時間は１５５日であるなどを

理由に憲法・最低賃金法違反であるとの裁判が継続中である。

　では、ワーキングプアを解消する時給水準はいくらかというと、同じ計算方式で算出

すると時給１０００円で、やっと年収２０４万円になるのである。神奈川県の最低賃金

水準とワーキングプアとの関係性について、以外と理解・認識されている方は少ないの

ではないかと感じている。

　私は神奈川県最低賃金審議会委員として、昨年の最低賃金審議会で使用者側との審議

を経験したが、使用者側は支払い能力を理由に、最低賃金の引き上げに極めて慎重であ

る。中小企業の経営実態を背景としたものであるが、アルバイトの求人広告では時給１

０００円は標準になりつつあるし、東京では時給１２００円の水準も出てきている。顕

在化している人手不足を背景に、求人ベースの時給は上昇傾向が続くものと思われる。

　アルバイトの求人が１０００円で、その企業に勤めている社員の時給が最低賃金に張

付いているという現象に、「傷んだ雇用と労働条件」の一端を感じるのは私だけではないと

思う。

　いまやワーキングプアは１０００万人を超えている状況であり、最低賃金を１０００

円に引き上げて、早期にワーキングプアを解消する必要がある。

　雇用戦略対話（２０１０年６月３日）では、政労使合意事項として「２０２０年までに景

気状況に配慮しつつ、全国平均１０００円をめざす」としており、このことへの道筋づく

りが必要だ。

　２０１４春闘において、５月９日連合が発表した第 6 回回答集計状況については、す

でにご案内のとおりであると思うが、約３割の組合が交渉を継続している状況である。

最低賃金の取り組みで補完していくことにより、底上げ実現をサポートしていきたい。
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１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。

自治研かながわ月報 改題147号（通算211号）2014（平成26）年6月25日発行（定価一部500円） 発行人／上林得郎 編集人／大沢宏二
発行所／公益社団法人 神奈川県地方自治研究センター　横浜市南区高根町1-3 神奈川県地域労働文化会館4階　☎045（251）9721　印刷所／横浜プリント 

会員になるには 会員の特典

かながわ 

☆センターのウェブサイト（http://kjk.gpn.co . jp/）をご利用下さい。→

2014 No.147
（通算 211号）

 神奈川県地方自治研究センター公益
社団 神奈川県地方自治研究センター
公益
社団

巻頭言　最低賃金とワーキングプアの関係について

横浜市のこども子育て政策の推移と課題

逢坂誠二氏講演「地域の元気、それが日本の元気」
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